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令和７年度 第２回
岐阜県地域職業能力開発促進協議会

令和８年３月５日（木）
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岐阜合同庁舎５階会議室
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2021年4月1日

１ 令和７年度公的職業訓練の実施状況

２ 令和８年度岐阜県地域職業訓練実施計画（案）について

３ 地域におけるリスキリング推進事業について

４ 公的職業訓練効果検証ワーキンググループの進め方について

５ その他

議事次第
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2021年4月1日

資料１

令和７年度
公的職業訓練の実施状況

・離職者向け訓練受講者推移グラフ（岐阜県） ・・・ｐ１
・令和７年度ハロートレーニング ・・・ｐ２
・離職者向け公共職業訓練（施設内訓練） ・・・ｐ３
・離職者向け公共職業訓練（委託訓練） ・・・ｐ４
・在職者向け公共職業訓練 ・・・ｐ５
・学卒者向け公共職業訓練 ・・・ｐ６
・障がい者向け公共職業訓練 ・・・ｐ７
・求職者支援訓練 ・・・ｐ８
・生産性向上支援訓練 ・・・ｐ９
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１

離職者向け訓練受講者推移グラフ（岐阜県）

〇 経済財政運営と改革の基本方針により、能力向上支援は個人のリスキリングを推進する方針を受け、認定定員枠は

減少傾向にあります。そのため、令和７年度は認定数が減少するとともに受講者数も減少する見込みです。

※計画数については期中の増員分（求職者支援訓練:令和６年度40人、令和７年度45人）を除いた数値。
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(1)対象:ハローワークの求職障害者(無料)
(2)訓練期間:概ね１か月～１年
(3)実施施設
○岐阜県（障がい者職業能力開発校 [岐阜市]  ）
障害者の能力に適応した職業訓練を実施（施設内訓練）
（基礎実務科、OAビジネス科、Webデザイン科）

○民間教育訓練機関等（岐阜県からの委託訓練）
＜知識・技能習得訓練コース＞
＜実践能力習得訓練コース＞
＜特別支援学校早期訓練コース＞

(1)対象:ハローワークの求職者 主に雇用保険受給者(無料)
(2)給付金:雇用保険法に基づく各種手当
(3)実施施設

○民間教育訓練機関等（岐阜県からの委託訓練）
事務系、介護系、情報系等モデルカリキュラムなどによる訓練を実施

(1)対象:ハローワークの求職者 主に雇用保険受給者(無料)
(2)給付金:雇用保険法に基づく各種手当
(3)実施機関

○国(ポリテクセンター岐阜［土岐市］)
主にものづくり分野の高度な訓練を実施(CAD／CAM技術科、電気設備技術科等)

○岐阜県(国際たくみアカデミー［美濃加茂市］)
地域の実情に応じた多様な訓練を実施(設備システム科、住宅建築科)

離

職

者

向

け

(1)対象:在職労働者(有料)
(2)訓練期間:概ね2日～5日
(3)実施機関
○国(ポリテクセンター岐阜・東海職業能力開発大学校［大野町］)
○岐阜県（国際たくみアカデミー・木工芸術スクール［高山市］）

(1)対象:高等学校卒業者等(有料)
(2)訓練期間:1年又は2年
(3)実施機関
○国(東海職業能力開発大学校)
○岐阜県（国際たくみアカデミー・木工芸術スクール）

(1)対象:ハローワークの求職者 主に特定求職者（雇用保険を受給
できない方） (無料)

(2)訓練期間:2か月～６か月
(3)給付金:職業訓練受講給付金
(月10万円+交通費・寄宿手当(ともに所定の額))の支給
※本人収入が月８万円以下等、一定の要件を満たす場合

(4)実施機関
○民間教育訓練機関等（訓練コースごとに厚生労働大臣が認定）
【運営費】訓練実施機関に対する奨励金
＜実践コース＞
就職希望職種が定まっている者に対し、基礎的な職業スキルに加えて、
就職希望職種における職務遂行のための実践的な技能等を付与する。

＜基礎コース＞
社会人経験の少ない者や短期間での就職を目指す者に対し、社会人
としての基礎的な能力を習得するための講習や短期間で習得できる技能
及びそれに関する知識を付与する。

求職者支援訓練

公共職業訓練（施設内訓練）

公共職業訓練（委託訓練）

公共職業訓練（在職者訓練）

公共職業訓練（学卒者訓練）

公共職業訓練（障害者訓練）

障
害
者
向
け

在
職
者
向
け

学
卒
者
向
け

令和７年度ハロートレーニング
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〇 県では、国際たくみアカデミー職業能力開発校の短期課程において、基礎的な専門知識と実践的な技能を併せ持ち、
現場の即戦力となる人材を養成しています。

〇 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構岐阜支部（以下「ＪＥＥＤ岐阜支部」という。）では、地域の訓練ニーズ
を的確に把握しながら訓練内容の充実を図っています。

※ 就職率は、令和６年度中に終了したコースの訓練終了後３か月までの就職率。

【令和７年12月末】離職者向け公共職業訓練（施設内訓練）

３

就職率期 間定員充足率受講開始者数開講定員計画定員訓 練 科施 設 名

100.0 ％

１年80.0 %81010設備システム科
国際たくみアカデミー

職業能力開発校
１年35.0 %72020住宅建築科

50.0 %153030合 計

就職率期 間定員充足率受講開始者数開講定員計画定員訓 練 科施 設 名

88.9 %

６か月

55.6 %254560CAD/CAM技術科

岐阜職業能力

開発促進センター

（ポリテクセンター岐阜）

53.3 %81530テクニカルオペレーション科

25.0 %31224金属加工科

100.0 %303030電気設備技術科

25.0 %31224
電気設備技術科（短期デュア

ル）

45.0 %92040住環境計画科

１か月

100.0 %9912CAD/CAM技術科（橋渡し）

100.0 %336
テクニカルオペレーション科

（橋渡し）

0.0 %024金属加工科（橋渡し）

300.0 %1866電気設備技術科（橋渡し）

33.3 %136
電気設備技術科（短期デュア

ル）（橋渡し）

133.3 %436住環境計画科（橋渡し）

70.6 %113160248合 計
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離職者向け公共職業訓練（委託訓練）
〇 県では、建設、介護、ＩＴ等人材不足が顕著な分野において産業界のニーズ等を踏まえ、民間教育機関に委託して職業
訓練を実施しています。

【令和７年12月末】

※就職率は、令和６年度に終了した訓練コースの訓練終了後３か月までの就職率。 ４

就職実績開講実績設定定員数
訓 練 科 ( 訓 練 職 種 )

就職率定員充足率受講開始者数定員数コース数定員コース数

67.3 %74.0 %7410061107情報ビジネス（情報）

50.0 %80.0 %24302302就職氷河期世代（情報）

82.8 %93.0 %9310051005総務･経理事務（事務）

80.0 %------医療事務（事務）

78.6 %100.0 %15151151不動産ビジネス（サービス）

71.1%73.3 %44604604ＣＡＤ（製造）

55.4 %56.6 %17302302建設機械運転（建設）

95.5 %83.3 %25302453介護員養成（介護）

50.0 %66.6 %10151302産業人材育成

91.3 %84.4 %38453755Webプログラミング（情報）

67.1%90.0 %18201201新情報産業（情報）

-----352DX推進スキル標準（情報）

68.6 %----201IT活用（情報）

71.4 %------定住外国人（介護）

100.0 %90.9 %20222222介護福祉士養成（介護･２年）

100.0 %100.0 %23232232保育士養成（サービス･２年）

73.0 %81.8 %4014903161539合 計
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〇 ＪＥＥＤ岐阜支部では、職務の高度化・多様化に対応した職業能力開発を推進するため、能力開発セミナー（もの
づくり分野）及び事業主が自ら実施する教育訓練に対する指導員の派遣・施設設備の開放等を実施することにより、
より高度で多様な人材育成の機会を提供しています。

〇 県では、国際たくみアカデミー及び木工芸術スクールにおいて、地場産業や地域企業等の人材ニーズを踏まえた
コースを設定し、在職者に対する職業訓練を実施しています。

【令和７年12月末】在職者向け公共職業訓練

５

訓 練 科定員充足率受講開始者数開講定員計画定員施 設 名

63.4 %206325485国際たくみアカデミー

配管科100.0 %161690職業能力開発校

機械加工科、生産管理科他61.5 %190309395職業能力開発短期大学校

木工科68.0 %345050木工芸術スクール

64.0 %240375535合 計

訓 練 分野目標達成率受講開始者数開講定員計画定員施 設 名

設計／開発、加工／組立、工事／施

工、検査、保全／管理、教育／安全
102.6 %

349

（目標340）
9611,209

岐阜職業能力開発促進センター

（ポリテクセンター岐阜）

設計／開発、加工／組立、工事／施

工、検査、保全／管理、教育／安全
67.8 %

658

（目標970）
1,0561,305東海職業能力開発大学校

76.9 %
1,007

（目標1,310）
2,0172,514合 計
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〇 県では、国際たくみアカデミー及び木工芸術スクールにおいて、基礎的な専門知識と実践的な技能を併せ持ち、現場
の即戦力となる人材やものづくりを中心とした現場のリーダーとなる人材を養成しています。

〇 東海職業能力開発大学校では、専門課程では即戦力となる高度な人材を、応用課程では「ものづくり」における高度な技
能・技術等を習得し、将来の生産技術・生産管理部門のリーダーとなる人材を養成しています。

【令和７年12月末】

※ 就職率は、令和６年度中に終了したコースの訓練終了後３か月までの就職率。

学卒者向け公共職業訓練

６

就職率期 間定員充足率受講開始者数定 員訓 練 科 名施 設 名

94.2 ％

２年70.0 %1420自動車エンジニア科職業能力開発校

国際たくみ

アカデミー
２年100.0%2020生産技術科職業能力開発

短期大学校
２年30.0 %620建築科

１年70.0 %2130木工科木工芸術スクール

67.8 %6190合 計

就職率期 間定員充足率受講開始者数定 員訓 練 科 名施 設 名

100.0 %

２年

25.0 %520生産技術科

専門課程

東海職業能力
開発大学校

70.0 %1420電気エネルギー制御科

64.0 %1625電子情報技術科

２年

85.0 %1720生産機械システム技術科

応用課程 68.0 %1725生産電気システム技術科

63.3 %1930生産電子情報システム技術科

62.9 %88140合 計
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〇 県では、企業・特定非営利活動法人・民間教育訓練機関等の多様な委託先を活用して、障がい者の特性やニーズを踏まえ
た公共職業訓練（障がい者委託訓練）を実施し、就職に必要な知識・技能の習得を図ることにより、障がい者の就職を支援
しています。

〇 県では、障がい者職業能力開発校の短期課程において、一般就労を目的とし、必要な技能習得に加え社会人として自立し
た職業生活を送るための能力を習得し、即戦力となる人材を育成しています。

【令和７年12月末】

※ 就職率は、令和６年度中に終了したコースの訓練終了後３か月までの就職率。

障がい者向け公共職業訓練

７

就職率期 間定員充足率受講開始者数定 員訓 練 科 名施 設 名

88.0 ％

１年80.0 %810基礎実務科

岐阜県立障がい者職業能力開発校 １年80.0 %810ＯＡ ビジネス科

１年80.0 %810Ｗｅｂ デザイン科

80.0 %2430合 計

就職率定員充足率受講開始者数開講定員数計画定員数訓練期間訓 練 コ ー ス

35.７ ％

77.8 %141820-知識・技能習得訓練コース

69.2 %91310２．５か月ＩＴ技能習得訓練科

100.0 %5510２．５か月ＩＴ・ワークサポート科

100.0 %338３か月以内実践能力習得訓練コース

---2１か月特別支援学校早期訓練コース

81.0 %172130合 計
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※ 令和６年度に終了した訓練コースの訓練終了後３か月までの雇用保険適用就職率。

※ 年間上限枠は、期中の増員分（45人）を含む。

【令和７年12月末】求職者支援訓練

８

〇 非正規雇用労働者やフリーランスなどの、雇用保険が受給できない者に対する雇用のセーフティーネットとして、
求職者支援制度に基づく職業訓練を実施しています。令和７年度の訓練計画では、454人に訓練機会を提供するため、
訓練認定規模の上限を768人としております。

就職率
定 員

充足率

受講

開始者数

開 講

定員数

開 講

コース数

認 定

定員数

認 定

コース数

年 間

上限枠
コ ー ス 区 分

55.7 %94.8 %9297714210230基礎コース

56.3 %

76.4 %3895093269144583実践コース

44.8 %13292292108介護系

80.0 %810120250医療事務系

75.0 %1592121232519215デジタル系

81.0 %2092581731721210その他の成長分野

-79.3 %4816063983354813合 計

参考：実践コースの訓練分野別雇用保険適用就職率

ＩＴ分野 65.2％ 営業・販売・事務分野 50.2％
介護・医療・福祉分野 70.8％ デザイン分野 49.3％
理容・美容関連分野 65.6％ 建築関係分野 100.0％
その他の分野 89.4％

- 20 -



〇 事業主及び事業主団体の生産性向上に役立つ知識・スキルを習得するための短時間の職業訓練で、産業分野・職種を
問わず幅広い在職者の方々を対象に様々な訓練カリキュラムを用意し、民間機関等と連携して実施しています。

【令和７年12月末】生産性向上支援訓練

９

備 考受講者数コース数計画数事 業 名施 設 名

1,4361271,000生産性向上支援訓練

岐阜職業能力

開発促進センター

（ポリテクセンター岐阜）

ＤＸ人材の育成を支援する

コース

30632

300

集合型

ＤＸ対応コース

263サブスクリプション型
（サブスクリプション型としても実績カウント）

中高年齢層の生涯キャリ

ア形成を支援するコース
2031360ミドルシニアコース

オンラインで２か月間自由

に受講ができるコース
46730サブスクリプション型

（サブスクリプション型（ＤＸ対応コース）を含む）

88175-その他のコース

※サブスクリプション型（ＤＸ対応
コース）の重複カウントは除外
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・新規求職者・特定求職者数の推移（岐阜県） ・・・ｐ２
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１

最近の雇用失業情勢（令和８年１月内容:ポイント版）
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２

新規求職者・特定求職者数の推移（岐阜県）
〇新規求職者数は令和３年度以降横ばいで推移しており、特定求職者数も平成30年度以降、横ばい状態と
なっております。令和７年度は新規求職者数はやや減少し、特定求職者数は前年と同程度となる見込みです。

※令和７年度の新規求職者数と特定求職者数は令和７年12月末までの９か月間の数値を12/9で乗じた推計値。

※特定求職者数は、新規求職者から雇用保険受給者および在職者を除いて算出。
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３

令和８年度岐阜県地域職業訓練実施計画の策定に向けた方針

実施方針課題

・訓練見学会等への参加に係る積極的な働き
かけ。
・訓練コースの内容や効果を踏まえた受講勧
奨の強化。
・特に委託訓練については、開講時期の柔軟
化、受講申込み締切日から 受講開始日までの

期間の短縮、効果的な周知広報の実施。

①応募倍率が低く、就職率が高い
分野がある。

「介護・医療・福祉分野」
「製造分野」
「建設分野（施設内・求訓）」
「その他の分野（求訓）」

・委託費や奨励金の上乗せ措置を活用した対
象分野コースの活性化に努める。

・ハローワーク窓口職員の知識向上を図るた
めの施設見学会、意見交換会の機会の確保。

②応募倍率、就職率がともに高い分
野がある。

「IT分野（委託）」
「デザイン分野（求訓）」

・求人ニーズに即した訓練内容かどうかの検
討。

・ハローワーク窓口職員の知識の向上。
・事前説明会や見学会の機会確保。
・訓練修了者歓迎求人等の確保。

・事業主等に対して、習得することができるス
キル等の訓練効果を広く周知。

③応募倍率が高く、就職率が低い
分野がある。

「建設分野（委託）」
「理容・美容分野（求訓）」

・開講時期の柔軟化。

・受講申込み締切日から受講開始日までの期
間の短縮。

・効果的な周知広報の実施。

・訓練関連職種の魅力や働きがい、就職した
場合の処遇といった観点も踏まえた受講あっ
せんの強化。

④委託訓練の計画数と実績が乖離
している。

・デジタル分野への重点化。
・一層のコース設定促進。

⑤デジタル人材が質・量とも不足、
一部の訓練に地域偏在や受講希望
者の過集中がある。

ハローワークや訓練実施施設での説明会
（見学会）を積極的に開催。またホームペー
ジ、SNS等を活用し効果的な周知広報を実
施。

ハローワークにおいて、デジタル分野の適切
な受講あっせん等に向け、訓練窓口職員の
知識の向上、訓練実施施設による事前説明
会・見学会の機会確保等を推進。

公的職業訓練効果検証ワーキンググループ
にて効果検証を実施。協議会で報告し、カリ
キュラムの改善や新設に活用。

デジタル分野の訓練コースの委託費等の
上乗せ等により、職業訓練の設定を促進。

職場情報サイト（jobtag)を活用し、訓練に関
する職業の詳細な内容や訓練に関連する求
められるスキルのほか、賃金・労働時間の
データ等を踏まえた受講あっせん機能の促
進。

令和７年度取組状況
令和７年度実施計画（実施方針）

訓練部門と求人部門との情報共有による求
人開拓、求人充足会議等の活用を通じて、
事業主等に対して、訓練受講により習得でき
るスキル等の訓練効果を周知。

委託訓練及び求職者支援訓練について、
訓練分野の特性を踏まえたデジタルリテ
ラシーの向上促進。

令和７年度計画の実施方針と取組状況
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４

令和８年度岐阜県地域職業訓練実施計画の策定に向けた方針

非正規雇用労働者等が働きながら学びやすいオンラインを
活用した職業訓練の試行実施（令和６年度～） H   都道府県・JEEDによる公共職業訓練（委託訓練）として本格実施。

Ａ 引き続き、介護分野等の理解促進のため、職場見学会

等への参加を積極的に勧奨するとともに、訓練の内容や

効果を踏まえた受講勧奨の強化を行う。

   また、委託訓練についてはFの措置も併せて実施。

B 本人の受講希望だけでなく、本人の職業能力や求職条

件等を踏まえた適切な職業相談、訓練のあっせんを行う。

また、ミスマッチ低減のため、引き続き、事前説明会・見学

会の機会確保を図る。さらに、訓練窓口職員のITリテラ

シーの更なる向上を図る。

Ｃ 訓練修了者のスキルが活用できる求人等の確保を推進

する。

D  eラーニング等のオンラインを活用した訓練を受講する求

職者への適切な情報提供、意識付けとともに、就職支援の

充実を図る。

委託訓練の計画数と実績に乖離あり。
令和６年度も同様の傾向。

デジタル人材が質・量とも不足が課題。

令和７年度計画に挙げた課題と令和６年度の実施状況

F 引き続き、開講時期の柔軟化、受講申込締切日から受講開始日までの期間の短縮、効果的な

周知広報等、受講者数増加に向けた取組が必要。

G 引き続き、デジタル分野への重点化を進め、一層の設定促進が必要。

応募倍率が低く、
就職率が高い分野

【委託訓練】
・応募倍率が低下し77.2％（-19.1％）
就職率は向上し92.9％（5.3％）

【求職者支援訓練】
・応募倍率が低下し72.1％（-10.7％）
就職率は低下し70.8％（-17.4％）

【委託訓練】
・IT分野:応募倍率が低下、就職率は低下し84.2％（-3.5％）

【求職者支援訓練】
・IT分野:応募倍率が低下、就職率は低下し58.8％（-3.9％）
・デザイン分野:応募倍率が低下、

就職率は低下し51.0％（-18.2％）

E 受講者数の実績等を踏まえ、必要な訓練規模を確保しつつ、計画数の見直しを図る。

令和８年度の公的職業訓練の実施方針評価･分析

介護・医療・
福祉分野

応募倍率が高く、
就職率が低い分野

IT分野・
デザイン分野

応募倍率は低下しており改善の
傾向がある。

応
募
倍
率

特に求職者支援訓練の就職率が
低迷しており、就職率の向上に
向け、引き続き改善の余地があ
る。【Ｂ】【C】【D】

就
職
率

前年と比べ低下傾向。応募倍率
の上昇に向け、引き続き改善の
余地がある。【Ａ】

応
募
倍
率

依然、高水準で推移。
就
職
率
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２ 事業の概要

正社員と比べて正社員以外に対してOFF-JTを実施した事業所の割合は低く（正社員71.6％に対し正社員以外31.2％（能力開発基本調
査））、自己啓発の割合も低い（正社員45.3％に対し正社員以外15.8％（同））など、非正規雇用労働者等の能力開発機会が乏しい状況に
ある。また、平日日中の通学を基本とした従前の離職者訓練では、非正規雇用労働者等にとって受講が難しい状況にある。
こうした状況及び令和６、７年度の試行事業の結果等を踏まえ、オンラインを活用した職業訓練を実施することで、全国の非正規雇用労

働者等が働きながら学び、キャリアアップを目指すことができる環境の整備を図ることとする。

１ 事業の目的

非正規雇用労働者等が働きながら学びやすい職業訓練の
本格実施

（１）本格実施の概要

（２）職業訓練の内容等

イ 訓練期間
原則2か月以上６か月以下（最⾧１年）

ア 実施方法等
①都道府県等
地域ニーズを踏まえた訓練分野やコースについて、オンライ
ン（eラーニング、同時双方向）形式の他、平日夜間・土日のス
クーリングを組み合わせた訓練を実施
②（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED)
オンラインで対応できる訓練コースについて、全国規模で広域的
に実施

エ 受講継続等の支援
訓練実施機関において、学習支援者の配置等を行い、受講継続勧

奨や学習の進捗状況に応じた支援を実施

令和８年度当初予算案 10億円（ 3.1億円）※（）内は前年度当初予算額

※令和７年度補正予算額 50百万円
一般
会計

子子特会労働特会
育休徴収雇用労災

○

これまで試行的に実施していた非正規雇用労働者等が働きながら学びや
すい職業訓練について、都道府県等及び独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構が民間教育訓練機関等へオンラインを活用した職業訓練を委
託することにより全国展開を図る。【拡充】

ウ 申込み方法
訓練実施機関に直接申込（受講生も一定の受講費用を負担）

正
社
員
就
職
等
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
実
現

オ
ン
ラ
イ
ン
を
活
用
し
た
、

働
き
な
が
ら
学
び
や
す
い

職
業
訓
練
の
実
施

都
道
府
県
等
・JE

E
D
委
託

民
間
教
育
訓
練
機
関
等

３ 事業スキーム
（参考）試行事業の実績（令和６年度）:受講者数 554名

５

出典：令和７年度第２回中央職業能力開発促進協議会 資料
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2021年4月1日

資料２－２

令和８年度
岐阜県地域職業訓練実施計画（案）
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1 

 

令和８年度岐阜県地域職業訓練実施計画（案） 

 

令和８年３月 

 

１ 総説 

（１）計画のねらい 

 産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化の中で、職業の安定、

労働者の地位の向上及び経済社会の発展を図るためには、これらによる業務の内

容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び円滑な就職に資するよう、労

働者に対して適切な職業能力開発を行う必要がある。 

このため、事業主等が行う職業能力開発に関する自主的な努力を尊重しつつ、

雇用失業情勢等に応じて、職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号。以下「能

開法」という。）第 16 条第１項の規定に基づき設置する公共職業能力開発施設

（以下「公共職業能力開発施設」という。）において実施する職業訓練（能開法

第 15 条の７第３項の規定に基づき実施する職業訓練（以下「委託訓練」という。）

を含む。以下「公共職業訓練」という。）及び職業訓練の実施等による特定求職

者の就職の支援に関する法律（平成 23 年法律第 47 号。以下「求職者支援法」と

いう。）第４条第１項の規定により厚生労働大臣の認定を受けた職業訓練（以下

「求職者支援訓練」という。）の充実を図ることにより、労働者の十分な職業能

力開発の機会を確保する必要がある。 

 本計画は、現下の雇用失業情勢等を踏まえ、本計画の対象期間（以下「計画期

間」という。）中における対象者数や訓練内容等を明確にし、計画的な公共職業

訓練及び求職者支援訓練（以下「公的職業訓練」という。）の実施を通じて、職

業の安定、労働者の地位の向上等を図るものである。 

また、公共職業能力開発施設は、本計画を実施する際に、岐阜労働局、公共職

業安定所、岐阜県等関係機関との連携を図り、効率的かつ効果的な公共職業訓練

の実施を図るものとする。   

 

 (２)計画期間 

   計画期間は、令和８年４月 1 日から令和９年３月３１日までとする。 

 

 (３)計画の改定 

本計画は、公的職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改定を行う

ものとする。 
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2 

 

 

２ 人材ニーズ、労働市場の動向と課題等 

労働市場の動向をみると、足下の令和７年 11 月現在では求人が求職を上回っ

て推移しているものの、求人活動に慎重さがみられ、引き続き物価上昇等が雇用

に与える影響に留意する必要がある。一方、生産年齢人口の減少に伴って人手不

足感が深刻化し、社会全体での有効な人材活用が必要となっており、そのために

は、働く方々の意欲と能力に応じた多様な働き方を可能とし、賃金上昇の好循環

を実現していくことが重要である。 

また、令和７年の有効求人倍率（原数値）は、年平均 1.45 倍となり、令和６

年の 1.54 倍から 0.09 ポイント低下したものの、中長期的にみると、我が国は少

子化による労働供給制約という課題を抱えている。こうした中で、県内経済の持

続的な成長を実現していくためには、多様な人材が活躍できるような環境整備を

進め、労働生産性を高めていくことが必要不可欠であり、そのためには、職業能

力開発への投資を推進していくことが重要である。 

 

（１）デジタル人材の職業能力開発 

  デジタル・トランスフォーメーションやグリーン・トランスフォーメーショ

ン（以下 DX 等という。）の進展といった大きな変革の中で、中小企業等の着

実な事業展開、生産性や技能・技術の向上のために必要となる人材の確保、育

成が求められている。あわせて、企業規模等によっては DX 等の進展への対応

に遅れがみられることにも留意が必要である。 

こうした変化への対応が求められる中で、地域のニーズに合った人材の育成

を推進するためには、公的職業訓練のあり方を不断に見直し、離職者の就職の

実現に資する公的職業訓練や、産業界や地域の人材ニーズに合致した在職者の

生産性の向上等、多様な職業能力開発の機会を確保・提供することが重要であ

る。 

特にデジタル分野については、「デジタル田園都市国家構想総合戦略（2023

改訂版）」（令和５年 12 月 26 日閣議決定）等において、デジタル人材は質・

量ともに不足していることと、都市圏への偏在といった課題を解決するために、

職業訓練のデジタル分野の重点化に計画的に取り組むこととしている。 

 

（２）障害者の職業能力開発 

  ハローワークにおける新規求職申込件数が増加傾向にあるとともに、雇用障

害者数も年々増加を続ける中で、障害者の多様な就労ニーズへの対応が求めら

れている。また、職業人生の長期化を見据え、雇入れ後のキャリア形成支援を
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進めていく必要がある。 

  これらの課題に対応するため、障害者雇用施策と障害者福祉施策の一層の連

携を図りつつ、個々の障害者の就業ニーズに即した職業能力開発を推進し、障

害者の職業の安定を図ることが重要である。 

 

（３）職業訓練の実施状況 

令和７年度の新規求職者（49,585 人）のうち、求職者支援法第２条に規定す

る特定求職者に該当する可能性のある者の数は令和７年 12 月末現在で 23,549

人（速報値）。 

 令和７年度の職業訓練の受講者数は次のとおり。 

  ・公共職業訓練（離職者訓練）     529 人（令和７年 12 月末現在） 

  ・求職者支援訓練           481 人（令和７年 12 月末現在） 

  ・在職者訓練              1,247 人（令和７年 12 月末現在） 

  ・学卒者訓練                153 人（令和７年 12 月末現在） 

令和６年度の職業訓練の就職率は次のとおり。 

  ・公共職業訓練（離職者訓練）※1    施設内訓練   85.2％ 

委託訓練   75.4％ 

  ・求職者支援訓練 ※2         基礎コース   55.7％ 

実践コース  56.3％ 

※1 定例業務統計報告調べ。令和６年度中に終了した訓練コースの訓練終了後３か

月までの就職状況（１か月未満の訓練コース及び橋渡し訓練は除く）。 

※2 令和６年度中に終了した訓練コースの訓練終了後３か月までの雇用保険適用

就職率。 

 

３ 計画期間中の公的職業訓練の実施方針 

令和６年度の離職者向け公的職業訓練の実施状況を分析すると、 

①  応募倍率が低く、就職率が高い分野（「介護・医療・福祉分野」）があるこ

と 

②  応募倍率が比較的高く、就職率が低い分野（「ＩＴ分野・デザイン分野」）

があること 

③  委託訓練の計画数と実績に乖離があること 

④  デジタル人材が質・量とも不足、一部の訓練に地域偏在や受講希望者の過

集中があること 

といった課題がみられた。 

これらの課題の解消を目指し、令和８年度の公的職業訓練は以下の方針に基
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づいて実施する。 

① については、引き続き、介護・医療・福祉分野の理解促進のため、職場見

学会や体験会、説明会への参加勧奨や効果を踏まえた受講勧奨の強化に努

める。また、企業ニーズを踏まえ、訓練実施機関に対し訓練カリキュラム

の職場実習時間の増加や IT 機器の講習時間の確保について改善提案の周

知を行う。 

② については、本人の受講希望だけでなく、職業能力や求職条件を踏まえた

職業相談を実施し、職業訓練のあっせんに努める。また、訓練説明会や見

学会への参加勧奨をし、ミスマッチの低減を図る。さらに、ハローワーク

の職業訓練担当職員の知識の向上と、訓練修了者のスキルが活用できる求

人の確保を推進する。オンラインを活用した訓練の受講者には、訓練中か

ら求人情報の提供を実施する等、就職支援を実施する。 

③ については、開講時期の柔軟化や受講申込締切日から受講開始日までの期

間の短縮、効果的な周知広報等、受講者増加に向けた取組を進める。あわ

せて、人材ニーズを的確に把握した訓練コースの設定を行う。 

④ については、職業訓練のデジタル分野への重点化を進め、一層のコース設

定の促進を図るため、デジタル分野コースの設定数、定員数、受講者数増

加に力点を置く。 

令和７年度計画に引き続き、委託訓練の訓練コースを設定するにあたっては、

雇用の拡大が見込まれる産業や職業等事業者からの人材ニーズの的確な把握に

努める。 

また、全ての労働人口がデジタルリテラシーを身につけ、デジタル技術を利

活用できるようにすることが重要であるとされていることや、国民一人一人が

サイバーセキュリティに対する意識・理解を深め、基本的な取組や対策を平時

から行うことが求められていることから、全ての訓練分野に係る訓練コースに

おいて、デジタルリテラシーや情報セキュリティに関するリテラシーの向上促

進を図る。 

さらに、民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドラインに関連す

る施策について、民間教育訓練機関をはじめとする職業能力開発関係者に対す

る認知度の向上・普及の取組を推進する。 

 

 

４ 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等 

（１) 離職者に対する公的職業訓練 

ア 公共職業訓練の対象者数（定員）、職業訓練の内容等、目標（就職率）、そ
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の他の事項 

① 施設内訓練 

・県では、国際たくみアカデミー職業能力開発校の短期課程において、基礎的

な専門知識と実践的な技能を併せ持ち、現場の即戦力となる人材を養成する。 

・就職率は 100％を目指す。 

施設名 訓練科 定員 期間 

国際たくみアカデミー 

職業能力開発校 

設備システム科 10 1 年 

住宅建築科 20 1 年 

合 計 30  

・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構岐阜支部（以下、「機構岐阜

支部」という。）では、地域の訓練ニーズを的確に把握し、訓練内容の充実

を図る。 

企業実習を組み合わせたデュアルシステムやコミュニケーションスキル

とパソコンスキルを付与し実践的な訓練に導く橋渡し訓練も実施する。 

・就職率は 82.5％を目指す。 

施設名 訓練科 定員 期間 

 

 

 

 

 

 

岐阜職業能力 

開発促進センター 

 

 

 

 

 

 

CAD/CAM 技術科 60 
 

 

6 か月 

 

 

テクニカルオペレーション科 30 

金属加工科 24 

電気設備技術科 30 

電気設備技術科（短期デュアル） 24 

住環境計画科 40 

CAD/CAM 技術科（橋渡し） 12  

 

1 か月 

 

 

 

テクニカルオペレーション科（橋

渡し） 
6 

金属加工科（橋渡し） 4 

電気設備技術科（橋渡し） 6 

電気設備技術科（DS）（橋渡し） 6 

住環境計画科（橋渡し） 6 

合 計 248  

 

② 委託訓練 

・県では建設、介護等人手不足が顕著な分野において、産業界のニーズと定

員充足率の推移を踏まえたコース設定する。 

・デジタル人材の育成のため、デジタル分野において 165 人のコース設定を
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行う。 

・子育て中の女性の再就職を支援するため、託児付きコースを積極的に設置

する。 

・就職率は 82.5％を目指す。 

訓練科（訓練職種） コース数 定員数 

情報ビジネス（情報） 11 185 

就職氷河期世代（情報） 2  30  

総務・経理事務（事務） 5  100  

医療事務（事務） 3  60  

不動産ビジネス（サービス） 1  15  

CAD（サービス） 4  60  

介護員養成（介護） 3 45 

産業人材育成（未定） 2  30  

Web プログラミング（情報） 6  110  

新情報産業（情報） 1  20  

DX 推進スキル標準（情報） 2  35 

IT 活用（情報） 2  40  

建設機械運転（建設） 2  20  

定住外国人（介護） 1 15  

保育士養成科（福祉） 2  28  

介護福祉士養成科（介護） 2  22  

合 計 49 815 

 

イ 求職者支援訓練 

① 対象者数（定員）、目標（就職率） 

計画期間中に実施する求職者支援訓練の対象者数は、非正規雇用労働者や

自営廃業者などの雇用保険の基本手当を受けることができない者に対する

雇用のセーフティネットとしての機能が果たせるよう、487 人程度に訓練機

会を提供するため、訓練認定規模 813 人程度を上限とする。 

また、雇用保険適用就職率は、基礎コースで 58％、実践コースで 63％を

目指す。 

② 職業訓練の内容等  

・基礎的能力を習得する職業訓練（基礎コース）及び実践的能力を習得す

る職業訓練（実践コース）を設定することとし、岐阜県の認定規模の割合

は以下のとおりとする。  
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基礎コース  訓練認定規模の 30％程度 

実践コース  訓練認定規模の 70％程度  

※ 実践コース全体の訓練認定規模に対してデジタル分野 30％、 

    介護分野 20％を下限の目安として設定する。  

・新規参入となる職業訓練の上限は以下のとおりとする。  

基礎コース  30％ 

実践コース  30％ 

・新規参入枠については、地域において必ず設定し、かつ、上記の値を超え

てはならないこととする。 

・新規参入枠については、①職業訓練の案等が良好なものから認定、②①

以外については、求職者支援訓練の就職実績等が良好なものから認定す

る。  

・受講者に対する訓練修了前から就職まで一貫した支援のため、ハローワ

ークと関係機関との連携強化の下、ジョブ・カードを活用したキャリア

コンサルティング、求人情報の提供等の計画的な就職支援を実施する。  

・全ての労働力人口がデジタルリテラシーを身につけ、デジタル技術を利

活用できるようにすることが重要であるとされていることから、全ての

訓練分野に係る訓練コースにおいて、デジタルリテラシーの向上促進を

図る。 

・経済社会が急速に変化する中、一人ひとりが能力を発揮し、それに適し

た賃金や処遇を得られ、安定して働くことができる環境整備の一環とし

て、必要に応じ職業能力評価制度との連動をより意識した内容とする。 

③ 分野に応じた訓練コースの設定等  

・IT 分野、デザイン分野については、デジタル分野の重点化の観点から、

IT、Webデザイン関連の資格取得を目指す訓練コースへの基本奨励金の上

乗せ措置や、企業実習を組み込んだデジタル分野の訓練コースやオンラ

イン訓練（eラーニングコース）におけるパソコン等の貸与に要した経費

への奨励金支給措置、DX 推進スキル標準に対応した訓練コースの基本奨

励金の上乗せ措置により、訓練コースの設定を推進する。  

・IT 分野、デザイン分野については、求人ニーズに即した効果的な訓練内

容になっているか検討したうえで、求職者が自身の希望に沿った適切な

訓練コースを選択できるよう、支援を行うハローワークの訓練窓口職員

の知識向上や、訓練実施施設による事前説明会や見学会に参加できる機

会の確保を図る。あわせて、訓練修了者歓迎求人等の確保を推進するとと

もに、事業主等に対して、訓練受講により習得することができるスキル等
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の訓練効果を広く周知することなどにより、就職機会の拡大を図る。 

・IT 分野、デザイン分野については、職業訓練の受講により習得できるス

キル（資格など）の見える化・明確化を進める一方で、求人企業が求める

スキルの見える化・明確化や、公的職業訓練受講者をターゲットにした求

人提出の働きかけの実施等ハローワークと連携した就職支援を実施する。 

・介護分野については、職場見学・職場体験等を組み込んだ訓練コースへの

奨励金支給措置により、訓練コースの設定を促進する。  

・介護分野については、求職者の介護分野の仕事や訓練に関する理解促進の

ため、訓練見学会等への参加を積極的に働きかける。 

・介護・医療・福祉分野については、職業訓練の応募倍率の向上のため、応

募・受講しやすい募集・訓練日程を検討した上で実施するとともに、訓練

コースの内容や効果を踏まえた受講勧奨を実施する。  

・育児や介護等、多様な事情を抱える求職者等が主体的に受講できるよう実 

施期間・時間に配慮した訓練コースやオンライン訓練(e ラーニング含む)、 

託児サービス付き訓練コースの設定を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 職業訓練の効果的な実施のための取組 

・地域の中小企業事業主等の人材ニーズを把握した上で、離職者訓練の訓練科

目の設定を行うとともに、個々の中小企業事業主等の具体的なニーズに即し

基礎コース地域割・実践コース全県枠　

計

岐阜・
中濃

西濃 東濃 飛騨
岐阜・
中濃

西濃 東濃 飛騨
岐阜・
中濃

西濃 東濃 飛騨
岐阜・
中濃

西濃 東濃 飛騨

240 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

573

介護系 110

医療事務系 60

デジタル系 172

その他の成長分野など 161

ｅラーニング・フルオンライン 70

813

※　同一月・同一コース・同一ハローワーク管内の訓練は１コースのみとする。

※　同一実施施設から同一分野の通常訓練は各四半期ごとに１コースのみとする。

※

※

※

※

※

実践コース 169 145 134 125

基礎コース

全県枠 全県枠 全県枠 全県枠

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

45 35 15 15

15 15 15 15

48

41 40 40 40

40 44 40

20 15 20 15

合　計 229 205 194 185

※　新規枠については、基礎コース・実践コースともに、訓練認定規模の30％を上限として設定する。

※　第２四半期の岐阜・中濃地域の基礎コースのうち15人は学卒未就職・フリーター・非正規等対象コースを優先とする。

実践コースのうち、ｅラーニングコース及び通所を伴わないオンラインコース（フルオンラインコース）については、第3四半期までは他の認定枠との振替は行わずｅラーニ
ング・フルオンライン枠内での認定とする。第４四半期に限り、ｅラーニング・フルオンライン枠とそれ以外の認定枠の余剰分について振替を可能とする。

県内の各地域（岐阜・中濃、西濃、東濃、飛騨）で四半期ごとに１コース以上のコースが設定できるように優先する。

１実施機関が申請できる「e ラーニングコース」は各四半期ごとに１コースまでとする。

ある認定単位期間で余剰定員が発生した訓練分野の定員については、同一認定単位期間内で、基礎コースと実践コース（通所コース）間の振替及び実践コース（通
所コース）の他分野へ振替を可能とする。

認定コースの定員数が少なかった場合の繰越し分及び中止となった訓練コースの繰越分については、基礎コースと実践コース間（通所コース）の振替及び実践コース
の他分野へ振替を可能とする。

※
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た効果的な訓練の取入れを行うものとする。 

 

（２）非正規雇用労働者等が働きながら学びやすいオンラインを活用した公共職業

訓練 

ア 対象者数 

調整中 

イ 職業訓練の内容 

非正規雇用労働者等が働きながら学びやすい公共職業訓練について、オン

ライン等を活用して実施する。 

 

（３）在職者に対する公共職業訓練 

ア 対象者数（定員）、職業訓練の内容等、その他の事項 

・県では、国際たくみアカデミー及び木工芸術スクールにおいて、地場産業や

地域の企業等の人材ニーズを踏まえたコースを設定し、在職者に対する職業

訓練を実施する。 

施設名 コース 定員 訓練科 

国際たくみアカデミー 39 465  

 

職業能力開発校 4 40 
配管科、ブロック、多能工養

成講習 

職業能力開発短期大学校 35 425 
機械加工科、生産管理科、機

械検査科他 

木工芸術スクール 5 50 木工科 

合 計 44 515  

 

・機構岐阜支部では、在職者に対する職務の高度化・多様化に対応した職業能

力開発を推進するため、能力開発セミナー（ものづくり分野）及び事業主が

自ら実施する教育訓練に対する指導員の派遣・施設設備の開放等を実施する

ことにより、高度で多様な人材育成の機会を提供し、在職者に対する積極的

な支援を行う。 
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施設名 コース 定員 訓練分類 

岐阜職業能力開発促進 

センター 
120 

1,186 

(目標 340) 

設計／開発、加工／組立、工事／

施工、検査、保全／管理 

東海職業能力開発大学校 146 
1,785 

(目標 970) 

設計／開発、加工／組立、工事／

施工、検査、保全／管理、教育／

安全 

合 計 266 2,971  

 

イ 効果的な在職者訓練の実施のための取組 

・地域の中小企業事業主等の人材ニーズを把握した上で、真に必要とされて

いる在職者訓練の訓練科の設定を行うとともに、個々の中小企業事業主等

の具体的なニーズに即したオーダーメイド型セミナーも行うものとする。 

 

（４）学卒者に対する公共職業訓練 

ア 対象者数（定員）、職業訓練の内容等、その他の事項 

・県では、国際たくみアカデミー職業能力開発校及び木工芸術スクールの普

通課程において、基礎的な専門知識と実践的な技能を併せ持ち、現場の即

戦力となる人材を育成する。また、国際たくみアカデミー職業能力短期大

学校の専門課程においては、モノづくりを中心とした現場のリーダーとな

る人材を養成する。 

・就職率は 100％を目指す。 

施設名 訓練科名 
定員 

（延定員） 
期間 

国際たくみ 

アカデミー 

職業能力 

開発校 
自動車エンジニア科 20 （40） 2 年 

職業能力開発 

短期大学校 

生産技術科 20 （40） 
2 年 

建築科 20 （40） 

木工芸術スクール 木工科 30 （30） 1 年 

合  計 90（150）  

 

・東海職業能力開発大学校では、専門課程では即戦力となる高度な人材を養

成する。また、応用課程においては、「ものづくり」における高度な技能・

技術等を習得し、生産現場のリーダーを養成する。 

・就職率は 95％を目指す。 
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施設名 訓練科名 定員（延定員） 期間 

東海職業

能力開発

大学校 

専門課程 

生産機械技術科（生産技

術科） 
20（40） 

2 年 
電気エネルギー制御科 20（40） 

電子情報技術科 25（50） 

応用課程 

生産機械システム技術科 20（40） 

2 年 
生産電気システム技術科 25（50） 

生産電子情報システム 

技術科 
30（60） 

合  計 140（280）  

 

イ 効果的な学卒者訓練の実施のための取組 

産業界及び地域の人材ニーズを把握し、訓練科の見直しを行うものとす

る。 

学卒者訓練の訓練科のうち、定員の充足状況や修了者の就職実績が低調

なものについては、その原因の把握及び分析を行った上で、その内容等

（訓練カリキュラム）の見直しを図るものとする。  

また、職業訓練と学校教育との密接な連携の下、地域人材の育成を図る

とともに、学卒者のみならず、社会人の更なる入校促進を図る。 

 

（５）障害者等に対する公共職業訓練 

ア 対象者数（定員）、職業訓練の内容等、目標（就職率）、その他の事項 

・県では、障がい者職業能力開発校の短期課程において、一般就労を目標と

し、必要な技能習得に加え社会人として自立した職業生活を送るための能

力を習得し、即戦力となる人材を育成する。 

・就職率は 70％を目指す。 

 

 

 

 

 

 

・企業・特定非営利活動法人・民間教育訓練機関等の多様な委託先を活用し

て、障がい者の特性やニーズを踏まえた公共職業訓練（障がい者委託訓練）

を実施し、就職に必要な知識・技能の習得を図ることにより、障がい者の

施設名 訓練科名 定員(延定員) 期間 

岐阜県立障がい者

職業能力開発校 

基礎実務科 10  

1 年 OA ビジネス科 10 

Web デザイン科 10 

合  計 30  
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就職を支援する。 

また、訓練を効果的に実施するため、委託先の開拓や訓練生の募集、訓

練カリキュラムの作成、訓練の管理・フォローアップ、関係機関との連絡

調整を行うコーディネーターを県労働雇用課及び木工芸術スクールに配

置する。 

・就職率は 55％を目指す。 

訓練コース 訓練期間 計画定員 

知識・技能習得訓練コース - 25 

 IT 技能習得訓練科 2.5 か月 25 

実践能力習得訓練コース 3 か月以内 15 

特別支援学校早期訓練コース 1 か月 5 

合  計 45 

イ 障がい者に対する効果的な公共職業訓練の実施のための取組 

訓練科については、障がい者の特性や実態、就業ニーズ及び企業の人材ニ

ーズを踏まえ設定する。定員の充足状況や修了者の就職実績が低調なものに

ついては、その原因の把握及び分析を行った上で、次年度に向けて内容や周

知方法等の見直しを検討するほか、受講者に対し公共職業安定所等との連携

強化の下、職業訓練の開始時から計画的な就職支援を実施し、就職率の向上

を図るものとする。 

また、障がい者の職業能力開発を効果的に行うため、地域における雇用、

福祉、教育等の関係機関が連携を図りながら職業訓練を推進するとともに、

障がい者の福祉から就労への移行を促進するため、障害者福祉施策と密接な

連携を図るものとする。 

さらに、令和７年６月に取りまとめられた「障害者職業能力開発校の在り

方に関する検討会報告書」を踏まえた取組を推進する。 

 

 

 

 

５ その他、職業能力の開発及び向上の促進のための取組等 

（１）訓練受講者に対する就職支援等 

   訓練受講者の就職支援については、国（労働局・公共職業安定所）、岐阜県、

機構岐阜支部及び各訓練実施機関との連携により、訓練受講中から訓練受講者

の求職状況の把握、求人情報の提供、ジョブ・カードを活用したキャリアコン

サルティング、公共職業安定所窓口で職業相談等の支援を実施する。 
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     また、訓練修了後においても、訓練実施機関と公共職業安定所が連携して就

職に向けた必要な支援を継続実施する。 

 

（２）地域におけるリスキリングの推進 

   県と市町村は、地域に必要な人材確保（中小企業、農林水産、介護等）のた

め、デジタル・グリーン等成長分野に関するリスキリングの推進に資する以下

の事業に取り組むことができる。 

① 経営者等の意識改革・理解促進 

② リスキリングの推進サポート 

③ 従業員の理解促進・リスキリング支援等 

なお、実施する事業については、県が別途事業一覧として取りまとめ、岐阜

県地域職業能力開発促進協議会に報告するものとする。 
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岐阜県

施設内 委託

定員 定員 定員 定員 定員

ＩＴ分野（02） 234 165 0 69

営業・販売・事務分野（03） 532 370 0 162

医療事務分野（04） 120 60 0 60

介護・医療・福祉分野（05） 220 110 0 110

デザイン分野（11） 103 0 103

運送サービス分野（12） 0 0 0

電気関連分野（15） 54 54 0

製造分野（16）（17） 174 60 114 0

建設関連分野（18） 90 30 20 40 0

理容・美容関連分野（19） 46 0 46

その他の分野（20） 53 30 0 23

240 240

合計 1,866 30 815 208 813

（参考）
デジタル分野

337 0 165 0 172

※　「定員」とは、当該年度中における開講コースの定員の数。

分 野

公
共
職
業
訓
練
（

離
職
者
向
け
）

 
 
 

＋
求
職
者
支
援
訓
練
（

実
践
コ
ー

ス
）

求職者支援訓練（基礎コース）（00等）

ハロートレーニング（離職者向け職業訓練）の８年度計画

離職者向けの公的職業訓練の分野別の計画

全体計画数
公共職業訓練（都道府県） 公共職業訓練

（JEED岐阜支部）
求職者支援訓練
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資料３

令和７年度
地域リスキリング推進事業一覧
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【地方単独事業】

No 実施機関 事業名 事業概要 分野 対象事業 実施主体 対象者 実績（R7.4～R7.12）
対象事業費
（千円）

1 岐阜県
オール岐阜デジタル人材育成
事業費

岐阜県内に住所を有する個人・企業等で、国家試験のＩＴ
パスポート試験や情報セキュリティマネジメント試験の受験
を希望する者に対し、オンライン型の試験対策講座や、
DX関連研修の受講環境を提供する。

デジタル
③従業員（在職
者）の理解促進・
リスキリング支援

岐阜県

岐阜県内に住所を有する個
人・企業等で、国家試験のＩ
Ｔパスポート試験や情報セ
キュリティマネジメント試験の
受験を希望する者

・参加人数
1回目：261人
2回目：95人
3回目：248人

1,719

2 関市 ＤＸセミナー
ＩｏＴ・ＩＴを活用した業務改善等に取り組む事業者向けのＤ
Ｘセミナーや、ＤＸに関するワークショップや機械操作体験
などを行うＤＸ実践研修を開催する。

デジタル
③従業員（在職
者）の理解促進・
リスキリング支援

関市

・ＩＴ・ＩｏＴの導入を考えてい
る方（製造業）
・ＤＸへの取り組みを検討・
関心のある企業の経営者、
担当者

・回数　1回
・参加人数　9人

300

3 関市 ＤＸ総合支援事業補助金
市内企業の従業員がソフトピア・ジャパンの実施するＤＸ
研修に参加する費用に対し、一部を補助する。

デジタル
③従業員（在職
者）の理解促進・
リスキリング支援

関市
関市内に事業所のある中小
企業者

・件数　0件
・補助総額　0円

90

4 関市 ＤＸ総合支援事業補助金
市内企業がソフトピア・ジャパンのスマート経営アドバイ
ザー派遣事業を活用して、ＤＸ推進のアドバイザーを招聘
するための費用に対し、一部を補助する。

デジタル
②リスキリングの
推進サポート等

関市
関市内に事業所のある中小
企業者

・件数　2件
・補助総額　32,000円

210

5 関市
テクノプラザイノベーション研修
受講事業補助金

株式会社ブイ・アール・テクノセンターが開催するテクノプ
ラザイノベーション研修のうちモノづくりのデジタル化やＤ
Ｘに関するものを受講する費用の一部を補助する。

デジタル
③従業員（在職
者）の理解促進・
リスキリング支援

関市（、ＶＲテクノセ
ンター）

市内に事業所のある中小企
業者、関市民

・件数　41件
・補助総額　832,700円

2,350

6 下呂市
生産性向上人材育成支援事業
補助金

中小企業者等の経営基盤の強化と市内産業の振興を図
ることを目的に、従業員や経営者に対して行う労働生産性
の向上のための外部研修会への参加費用のうち、中小企
業者等が負担する経費の一部を補助する。

その他

①経営者等の意
識改革・理解促進
③従業員（在職
者）の理解促進・
リスキリング支援

下呂市 下呂市内中小企業
・件数　16件
・補助総額　469,000円
（交付決定件数及び金額）

600

【参考（国費活用事業）】

No 実施機関 事業名 事業概要 分野 対象事業 実施主体 対象者 実績（R7.10～R8.2.10）
対象事業費
（千円）

－ 岐阜県 ぎふ・リスキリング推進事業費

企業の人材育成及び離職者・求職者のスキルアップに役
立つ各種研修・職業訓練、助成制度、支援機関の情報を
集約して提供するポータルサイト「ぎふリスキリング・ナビ」
の開設と運営。
中小企業経営者及び人事担当者、企業支援機関・団体
等担当者を対象としたセミナー及び研修・訓練実施機関
等との名刺交換会の開催。

その他

①経営者等の意

識改革・理解促

進、②リスキリ

ングの推進サ

ポート等、③従

業員（在職者）

の理解促進・リ

スキリング支援

岐阜県、岐阜県職
業能力開発協会

県内企業在職者、求職活動
中の方

ぎふリスキリング・ナビ
・アクセス数：6,800件
・掲載機関　：16機関
・掲載研修等：265件

セミナー開催(R8.2.4)
・参加者数：82名

5,871

令和７年度地域リスキリング推進事業一覧
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2021年4月1日

資料４

公的職業訓練効果検証について

・令和８年度に実施する公的職業訓練効果検証（提案）

・公的職業訓練効果検証ワーキンググループ実施要領
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令和８年度に実施する公的職業訓練効果検証（提案） 

 

１ 検証対象の訓練分野 

   「デジタル（ＩＴ）分野」（分野コード０２） 
 

２ 選定理由 

・デジタル分野については、「デジタル田園都市国家構想総合戦略（2023 改訂

版）において、デジタル人材が質・量ともに不足していることと、都市圏へ

の偏在といった課題を解決するために、職業訓練のデジタル分野の重点化に

計画的に取り組むこととされているところである。 

・岐阜県においてもデジタル分野の職業訓練は別枠で定員枠を設けるなど、力

を入れているところであり、その受講率から求職者ニーズも高い状況にある。 

・今後においても、我が国の少子化による労働供給制約という課題の対策とし

て、業務のＤＸ化が求められているところであり、その知識、技能を身につ

けた人材の育成の必要性はより一層、高まることが見込まれる。 

・したがって、検証により、職業訓練の適切かつ効果的な実施に繋がる可能性

が高い。 

    

３ 効果検証実施方法 

  ・「公的職業訓練効果検証ワーキンググループ実施要領」に基づきヒアリングに

より実施する。（実施要領４（２）） 

  ・職業訓練を通じた人材確保・人材育成を強化するには、他業種からの離職者

やブランクある者にも好感される職業訓練広報の展開が求められるが、ヒア

リングを通じてその在り方を探る。 

・実習を取り入れたカリキュラムについて受講者の職場選定と早期離職抑止の

効果について聞き取りをする。 

・ヒアリングの結果を踏まえ、訓練効果が期待できる内容及び訓練効果を上げ

るために改善すべき内容についてワーキンググループにて整理する。 

 

４ 協議会への報告 

・３の効果検証ヒアリング結果を踏まえ、訓練カリキュラム等の改善促進策等

を検討し、ワーキンググループの効果検証結果及び訓練カリキュラムの改善

促進策等について協議会に報告する。 

 

５ 次年度岐阜県地域職業訓練実施計画の策定に反映 

  ・協議会への報告と協議を経て、岐阜県離職者等委託訓練の実施計画等に「地

域職業能力開発促進協議会による職業訓練の開発実施コース」を設定する。 
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公的職業訓練効果検証ワーキンググループ実施要領 

 

１ 目的 

公的職業訓練効果検証ワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）は、適切

かつ効果的な職業訓練を実施していくため、個別の訓練コースについて、訓練修

了者や採用企業からのヒアリングも含め、訓練効果を把握・検証し、訓練カリキ

ュラム等の改善を図ることとする。 

 

２ ＷＧの構成員 

「地域職業能力開発促進協議会設置要綱策定要領」の１（３）の構成員のう

ち、都道府県労働局、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機

構とし、必要に応じて、地域職業能力開発促進協議会（以下「協議会」とい

う。）構成員の中から任意の者を追加する。 

なお、協議会の構成員として委任した者と同一のものとする必要はなく、構成

員の機関・団体の職員等で差し支えないが、協議会の事務に従事する者として、

正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな

い。                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

３ 検証手法 

検証手法は、公的職業訓練の訓練修了者、訓練修了者の採用企業及び訓練実施

機関に対するヒアリングにより行うものとする。 

なお、各種データの統計処理による分析については、訓練カリキュラムの改善

に資する場合に限り各協議会で実施することも可能であるが、都道府県労働局職

員以外の者が直接関わって分析を実施する場合は、①分析するデータの種類・範

囲、②分析手法、③分析の実施者等を明らかした上で、事前に、本省に協議する

こと。 

 

４ ＷＧの具体的な進め方  

（１）検証対象コースの選定 

ア 予め協議会にて検証対象となる訓練分野を選定しておき、ＷＧでは当該

訓練分野の中で訓練修了者が比較的多い訓練コースを３コース（ただし、

異なる訓練実施機関が実施するものとすること。）以上選定する。 

イ 検証対象は、アで選定したコースの訓練実施機関と、各訓練コースにつ

き訓練修了者１人以上、当該訓練修了者を採用した採用企業１社以上とす

る。具体的には、３コースを選定すると、訓練実施機関３者、訓練修了者
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３人以上及び採用企業３社以上が対象となる。 

  なお、ヒアリングの対象とする訓練修了者の選定にあたっては、同一の

性別又は年齢層に偏らないよう配慮すること。 

その他、就職氷河期世代、就職困難者、ひとり親等といった様々な事情

を抱える方々について検証することも有意義であることから、訓練修了者

のうちの一人は、例えば離職期間が長い、離転職を繰り返している等の履

歴のある者をできる限り選定することが望ましい。 

（２）ヒアリングの内容等 

ア ヒアリングは直接又は web 会議のいずれでも差し支えない。 

イ ヒアリング内容は以下の項目を必須とし、協議会独自に質問項目を追加

しても差し支えない。 

① 訓練実施機関へのヒアリング 

・訓練実施にあたって工夫している点 

・訓練実施機関が行っているキャリアコンサルティングの状況 

・訓練実施にあたっての国への要望、改善して欲しい点 

     ② 訓練修了者へのヒアリング 

       ※訓練機関の接遇など、受講中の満足度ではないことに留意。 

・訓練内容のうち、就職後に役に立ったもの 

・訓練内容のうち、就職後にあまり活用されなかったもの 

・就職後に感じた、訓練で学んでおくべきであったスキル、技能等 

③ 訓練修了者を採用した企業へのヒアリング 

・訓練により得られたスキル、技能等のうち、採用後に役に立って

いるもの 

・訓練において、より一層習得しておくことが望ましいスキル、技  

能等 

・訓練修了者の採用について、未受講者（未経験者）の採用の場合

と比較して期待していること（同程度の経験等を有する者同士を

比較。採用事例がない場合は想定） 

（３）ヒアリングを踏まえた効果検証等 

（２）のヒアリングを踏まえ、調査した訓練コースを含む分野全体におい

て、訓練効果が期待できる内容及び訓練効果を上げるために改善すべき内容

について整理する。 

（４）効果検証結果を踏まえた検討 

（３）の効果検証結果を踏まえ、訓練カリキュラム等の改善促進策（案）

等を検討し、協議会への報告事項を整理する。 

【訓練カリキュラムの改善促進策（例）】 

○ 委託訓練について、 

- 56 -



3 

 

・説明会資料又は委託要綱等の内容に追加 

・公募条件又は入札の加点要素として付加 

○ 汎用性の高い訓練（就職支援）内容について、 

・求職者支援訓練において、訓練実施期間中に独立行政法人高齢・

障害・求職者雇用支援機構が行う実施状況の確認の際に周知 

・申請・認定事務の際に周知 

・求職者支援訓練の実施機関開拓の際に周知   

（５）協議会への報告 

ＷＧの効果検証結果及び訓練カリキュラムの改善促進策（案）等につい

ては協議会に報告する。 
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岐阜県地域職業能力開発促進協議会
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岐阜県地域職業能力開発促進協議会設置要綱 

 

１ 目的 

岐阜労働局及び岐阜県（以下「関係機関」という。）は、職業能力開発促進法（昭和

44 年法律第 64号）第 15条の規定に基づき、岐阜県の区域において、以下の事項につい

て協議を行う地域職業能力開発促進協議会を設置する。 

（１） 職業能力開発促進法第 16 条第１項の規定に基づき設置する公共職業能力開発施設

において実施する職業訓練（同法第 15 条の７第３項の規定に基づき実施する職業訓

練を含む。）及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平

成 23年法律第 47 号）第４条第２項に規定する認定職業訓練（両訓練を合わせて、以

下「公的職業訓練」という。）を実施するに当たり、地域における人材ニーズを適切

に反映した訓練コースの設定の促進及び訓練効果の把握・検証を通じた訓練内容の改

善等 

（２） 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 60条の２第１項に規定する教育訓練給付

について、地域のニーズを踏まえた指定講座の拡大等 

 

２ 名称 

  協議会の名称は、「岐阜県地域職業能力開発促進協議会」（以下「協議会」という。）と

する。 

 

３ 構成員 

（１）協議会は、以下に掲げる者を構成員とする。 

① 岐阜労働局 

② 岐阜県 

③ 職業訓練若しくは職業に関する教育訓練を実施する者又はその団体 

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構岐阜支部 

岐阜県専修学校各種学校連合会 

岐阜県職業能力開発協会 

全国産業人能力開発団体連合会の推薦する者 

リカレント教育を実施する大学等 

④ 労働者団体 

  日本労働組合総連合会岐阜県連合会 

⑤ 事業主団体 

一般社団法人岐阜県経営者協会 

岐阜県中小企業団体中央会 
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岐阜県商工会議所連合会 

岐阜県商工会連合会 

⑥ 職業紹介事業者若しくは特定募集情報等提供事業者又はその団体（岐阜県内に事

業所のある者） 

⑦ 学識経験者 

⑧ その他関係機関が必要と認める者 

（２）ワーキンググループ 

協議会は、協議事項の検討に必要なワーキンググループを設置する。 

（３）会長 

  ① 協議会に会長を置き、委員の互選により選任する。 

  ② 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

  ③ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

 

４ 協議会の開催 

  年２回以上の開催とする。 

 

５ 協議事項 

  次に掲げる事項について協議する。 

（１）公的職業訓練について、地域の人材ニーズ及び実施状況を踏まえた訓練コースの設

定に関すること。 

（２）公的職業訓練について、訓練効果の把握・検証等に関すること。 

（３）キャリアコンサルティングの機会の確保、その他の職業能力の開発及び向上の促進

のための取組に関すること。 

（４）公的職業訓練の実施にあたり、年度計画の策定に関すること。 

（５）地域の訓練ニーズを踏まえた教育訓練給付制度による訓練機会の確保等に関するこ

と。 

（６）その他、必要な事項に関すること。 

 

６ 事務局 

  事務局については、関係機関の両者とする。 

 

７ その他 

（１）協議会資料及び議事録等については、協議会において申し合わせた場合を除き、公

開とする。 

（２）協議会の事務に従事する者又は従事した者は、職業能力開発促進法第 15条第３項の
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規定により、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。 

（３）この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は別に定める。 

 

８ 附則 

  この要綱は、令和４年 11月 11 日から施行する。 

  この要綱は、令和６年２月 21日から施行する。 
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令和７年度岐阜県地域職業訓練実施計画　 

1 

 

 

令和７年３月 

 

１ 総説 

（１）計画のねらい 

 産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化の中で、職業の安定、

労働者の地位の向上及び経済社会の発展を図るためには、これらによる業務の内

容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び円滑な就職に資するよう、労

働者に対して適切な職業能力開発を行う必要がある。 

このため、事業主等が行う職業能力開発に関する自主的な努力を尊重しつつ、

雇用失業情勢等に応じて、職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号。以下「能

開法」という。）第 16 条第１項の規定に基づき設置する公共職業能力開発施設

（以下「公共職業能力開発施設」という。）において実施する職業訓練（能開法

第 15 条の７第３項の規定に基づき実施する職業訓練（以下「委託訓練」という。）

を含む。以下「公共職業訓練」という。）及び職業訓練の実施等による特定求職

者の就職の支援に関する法律（平成 23 年法律第 47 号。以下「求職者支援法」と

いう。）第４条第１項の規定により厚生労働大臣の認定を受けた職業訓練（以下

「求職者支援訓練」という。）の充実を図ることにより、労働者の十分な職業能

力開発の機会を確保する必要がある。 

 本計画は、現下の雇用失業情勢等を踏まえ、本計画の対象期間（以下「計画期

間」という。）中における対象者数や訓練内容等を明確にし、計画的な公共職業

訓練及び求職者支援訓練（以下「公的職業訓練」という。）の実施を通じて、職

業の安定、労働者の地位の向上等を図るものである。 

また、公共職業能力開発施設は、本計画を実施する際に、岐阜労働局、公共職

業安定所、岐阜県等関係機関との連携を図り、効率的かつ効果的な公共職業訓練

の実施を図るものとする。   

 

 (２)計画期間 

   計画期間は、令和７年４月 1 日から令和８年３月 31 日までとする。 

 

 (３)計画の改定 

本計画は、公的職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改定を行う

ものとする。 

 

 

２ 労働市場の動向、課題等 

労働市場の動向をみると、足下の令和６年 11 月現在では求人が求職を上回っ

て推移しており、緩やかに持ち直しているが、物価上昇等が雇用に与える影響に
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留意する必要がある。一方、生産年齢人口の減少に伴って人手不足感が深刻化し、

社会全体での有効な人材活用が必要となっており、そのためには、働く方々の意

欲と能力に応じた多様な働き方を可能とし、賃金上昇の好循環を実現していくこ

とが重要である。 

また、令和６年の有効求人倍率（原数値）は、年平均 1.54 倍となり、令和５

年の 1.59 倍から 0.05 ポイント低下したものの、中長期的にみると、我が国は少

子化による労働供給制約という課題を抱えている。こうした中で、県内経済の持

続的な成長を実現していくためには、多様な人材が活躍できるような環境整備を

進め、労働生産性を高めていくことが必要不可欠であり、そのためには、職業能

力開発への投資を推進していくことが重要である。 

 

（１）デジタル人材の職業能力開発 

  デジタル・トランスフォーメーションやグリーン・トランスフォーメーショ

ン（以下 DX 等という。）の進展といった大きな変革の中で、中小企業等の着

実な事業展開、生産性や技能・技術の向上のために必要となる人材の確保、育

成が求められている。あわせて、企業規模等によっては DX 等の進展への対応

に遅れがみられることにも留意が必要である。 

こうした変化への対応が求められる中で、地域のニーズに合った人材の育成

を推進するためには、公的職業訓練のあり方を不断に見直し、離職者の就職の

実現に資する公的職業訓練や、産業界や地域の人材ニーズに合致した在職者の

生産性の向上等、多様な職業能力開発の機会を確保・提供することが重要であ

る。 

特にデジタル分野については、「デジタル田園都市国家構想総合戦略（2023

改訂版）」（令和５年 12 月 26 日閣議決定）等において、デジタル人材は質・

量ともに不足していることと、都市圏への偏在といった課題を解決するために、

職業訓練のデジタル分野の重点化に計画的に取り組むこととしている。 

 

（２）障害者の職業能力開発 

  ハローワークにおける新規求職申込件数が増加傾向にあるとともに、雇用障

害者数も年々増加を続ける中で、障害者の多様な就労ニーズへの対応が求めら

れている。また、職業人生の長期化を見据え、雇入れ後のキャリア形成支援を

進めていく必要がある。 

  これらの課題に対応するため、障害者雇用施策と障害者福祉施策の一層の連

携を図りつつ、個々の障害者の就業ニーズに即した職業能力開発を推進し、障

害者の職業の安定を図ることが重要である。 

 

（３）職業訓練の実施状況 

令和６年度の新規求職者（51,396 人）のうち、求職者支援法第２条に規定す

る特定求職者に該当する可能性のある者の数は令和６年 12 月末現在で 24,485
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人（速報値）。 

 令和６年度の職業訓練の受講者数は次のとおり。 

  ・公共職業訓練（離職者訓練）     609 人（令和６年 12 月末現在） 

  ・求職者支援訓練           411 人（令和６年 12 月末現在） 

  ・在職者訓練                647 人（令和６年 12 月末現在） 

  ・学卒者訓練                103 人（令和６年 12 月末現在） 

令和５年度の職業訓練の就職率は次のとおり。 

  ・公共職業訓練（離職者訓練）※1    施設内訓練   87.0％ 

委託訓練   78.9％ 

  ・求職者支援訓練 ※2         基礎コース   64.6％ 

実践コース  55.7％ 

※1 定例業務統計報告調べ。令和５年度中に終了した訓練コースの訓練終了後３か

月までの就職状況（１か月未満の訓練コース及び橋渡し訓練は除く）。 

※2 令和５年度中に終了した訓練コースの訓練終了後３か月までの雇用保険適用

就職率。 

 

 

３ 計画期間中の公的職業訓練の実施方針 

令和５年度の離職者向け公的職業訓練の実施状況を分析すると、 

①  応募倍率が低く、就職率が高い分野（「製造分野」「建設（施設内・求訓）

分野」「介護・医療・福祉分野」「その他の分野」）があること 

②  応募倍率、就職率がともに高い分野における訓練コースの拡充が必要なこ

と 

③  応募倍率が比較的高く、就職率が低い分野（「建設（委託）分野」「理容・

美容分野」）があること 

④  デジタル人材が質・量とも不足、一部の訓練に地域偏在や受講希望者の過

集中があること 

といった課題がみられた。 

これらの課題の解消を目指し、令和７年度の公的職業訓練は以下の方針に基

づいて実施する。 

① については、引き続き、受講のメリット等を求職者に積極的に伝えるとと

もに、多様な受講者像を想定した訓練コースの改善や開拓も視野に入れ、

訓練コースの内容や効果を踏まえた受講勧奨を強化する。特に、製造分野

においては、「ものづくり」の魅力を伝えるための体験会や見学会の開催

に努めるとともに、CAD コースにおいては、パソコンを使った事務的作業

であることのアピールに努める。また、建設分野においては、コミュニケ

ーション力向上や訓練により受験や取得が可能な資格に係るサポートをカ

リキュラムに導入するよう働きかけていく。 

② については、委託費や奨励金の上乗せ措置を活用した対象分野コースの活
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性化に努めるとともに、求職者ニーズに沿った適切な訓練を勧奨できるよ

うハローワーク窓口職員の知識向上を図るため、施設見学会や意見交換会

の機会確保に努める。 

③については、求人ニーズに即した訓練内容かの検討を行う。また、受講あっ

せん時、訓練受講中、訓練終了後それぞれの時期に応じた就職意欲の発揚と就職

活動の積極的取組につながる支援体制の強化を図るとともに、訓練修了者の就職

機会の拡大に資するよう訓練修了者歓迎求人等の確保に取り組む。 

④については、職業訓練のデジタル分野への重点化を進め、一層のコース設定

の促進を図るため、デジタル分野コースの設定数、定員数、受講者数増加に力点

を置く。 

令和６年度計画に引き続き、開講時期の柔軟化、受講申込締切日から受講開始

日までの期間の短縮、新規枠の増設、効果的な周知広等受講者増加に取り組む。

委託訓練の訓練コースを設定するにあたっては、雇用の拡大が見込まれる産業や

職業等事業者からの人材ニーズの的確な把握に努める。 

 

 

４ 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等 

（１) 離職者に対する公的職業訓練 

ア 公共職業訓練の対象者数（定員）、職業訓練の内容等、目標（就職率）、そ

の他の事項 

① 施設内訓練 

・県では、国際たくみアカデミー職業能力開発校の短期課程において、基礎的

な専門知識と実践的な技能を併せ持ち、現場の即戦力となる人材を養成する。 

・就職率は 100％を目指す。 

施設名 訓練科 定員 期間 

国際たくみアカデミー 

職業能力開発校 

設備システム科 10 1 年 

住宅建築科 20 1 年 

合 計 30  

・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構岐阜支部（以下、「機構岐阜

支部」という。）では、地域の訓練ニーズを的確に把握し、訓練内容の充実

を図る。 

企業実習を組み合わせたデュアルシステムやコミュニケーションスキル

とパソコンスキルを付与し実践的な訓練に導く橋渡し訓練も導入する。 

・就職率は 82.5％を目指す。 

施設名 訓練科 定員 期間 

 

 

岐阜職業能力 

開発促進センター 

 

 

CAD/CAM 技術科 60 

6 か月 

テクニカルオペレーション科 30 

金属加工科 24 

電気設備技術科 30 

電気設備技術科（短期デュアル） 24 

住環境計画科 40 
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岐阜職業能力 

開発促進センター 

 

 

 

 

CAD/CAM 技術科（橋渡し） 12  

 

1 か月 

 

 

 

テクニカルオペレーション科（橋

渡し） 
6 

金属加工科（橋渡し） 4 

電気設備技術科（橋渡し） 6 

電気設備技術科（DS）（橋渡し） 6 

住環境計画科（橋渡し） 6 

合 計 248  

 

② 委託訓練 

・県では建設、介護等人手不足が顕著な分野において、産業界のニーズと定

員充足率の推移を踏まえたコース設定する。 

・デジタル人材の育成のため、デジタル分野において 230 人のコース設定を

行う。 

・子育て中の女性の再就職を支援するため、託児付きコースを積極的に設置

する。 

・就職率は 82.5％を目指す。 

訓練科（訓練職種） コース数 定員数 

情報ビジネス（情報） 10 170 

就職氷河期世代（情報） 2  30  

総務・経理事務（事務） 5  100  

医療事務（事務） 4  80  

不動産ビジネス（サービス） 1  15  

CAD（サービス） 4  60  

介護員養成（介護） 3 45 

産業人材育成（未定） 2  30  

Web プログラミング（情報） 7  105  

新情報産業（情報） 3  60  

DX 推進スキル標準（情報） 4  65 

IT 活用（情報） 2  40  

建設機械運転（建設） 2  30  

定住外国人（介護） 3  45  

保育士養成科（福祉） 2  23  

介護福祉士養成科（介護） 2  22  

合 計 56 920 

 

イ 求職者支援訓練 

① 対象者数（定員）、目標（就職率） 

計画期間中に実施する求職者支援訓練の対象者数は、非正規雇用労働者や
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自営廃業者などの雇用保険の基本手当を受けることができない者に対する

雇用のセーフティネットとしての機能が果たせるよう、454 人程度に訓練機

会を提供するため、訓練認定規模 768 人程度を上限とする。 

また、雇用保険適用就職率は、基礎コースで 58％、実践コースで 63％を

目指す。 

② 職業訓練の内容等  

・基礎的能力を習得する職業訓練（基礎コース）及び実践的能力を習得す

る職業訓練（実践コース）を設定することとし、岐阜県の認定規模の割合

は以下のとおりとする。  

基礎コース  訓練認定規模の 30％程度 

実践コース  訓練認定規模の 70％程度  

※ 実践コース全体の訓練認定規模に対してデジタル分野 30％、 

    介護分野 20％を下限の目安として設定する。  

・新規参入となる職業訓練の上限は以下のとおりとする。  

基礎コース  30％ 

実践コース  30％ 

・新規参入枠については、地域において必ず設定し、かつ、上記の値を超え

てはならないこととする。 

・新規参入枠については、①職業訓練の案等が良好なものから認定、②①

以外については、求職者支援訓練の就職実績等が良好なものから認定す

る。  

・受講者に対する訓練修了前から就職まで一貫した支援のため、ハローワ

ークと関係機関との連携強化の下、ジョブ・カードを活用したキャリア

コンサルティング、求人情報の提供等の計画的な就職支援を実施する。  

・全ての労働力人口がデジタルリテラシーを身につけ、デジタル技術を利

活用できるようにすることが重要であるとされていることから、全ての

訓練分野に係る訓練コースにおいて、デジタルリテラシーの向上促進を

図る。 

・経済社会が急速に変化する中、一人ひとりが能力を発揮し、それに適し

た賃金や処遇を得られ、安定して働くことができる環境整備の一環とし

て、必要に応じ職業能力評価制度との連動をより意識した内容とする。 

③ 分野に応じた訓練コースの設定等  

・IT 分野、デザイン分野については、デジタル分野の重点化の観点から、

IT、Webデザイン関連の資格取得を目指す訓練コースへの基本奨励金の上

乗せ措置や、企業実習を組み込んだデジタル分野の訓練コースやオンラ

イン訓練（eラーニングコース）におけるパソコン等の貸与に要した経費

への奨励金支給措置、DX 推進スキル標準に対応した訓練コースの基本奨

励金の上乗せ措置により、訓練コースの設定を推進する。  

・IT 分野、デザイン分野については、求人ニーズに即した効果的な訓練内
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容になっているか検討したうえで、求職者が自身の希望に沿った適切な

訓練コースを選択できるよう、支援を行うハローワークの訓練窓口職員

の知識向上や、訓練実施施設による事前説明会や見学会に参加できる機

会の確保を図る。あわせて、訓練修了者歓迎求人等の確保を推進するとと

もに、事業主等に対して、訓練受講により習得することができるスキル等

の訓練効果を広く周知することなどにより、就職機会の拡大を図る。 

・IT 分野、デザイン分野については、職業訓練の受講により習得できるス

キル（資格など）の見える化・明確化を進める一方で、求人企業が求める

スキルの見える化・明確化や、公的職業訓練受講者をターゲットにした求

人提出の働きかけの実施等ハローワークと連携した就職支援を実施する。 

・介護分野については、職場見学・職場体験等を組み込んだ訓練コースへの

奨励金支給措置により、訓練コースの設定を促進する。  

・介護分野については、求職者の介護分野の仕事や訓練に関する理解促進の

ため、訓練見学会等への参加を積極的に働きかける。 

・介護・医療・福祉分野については、職業訓練の応募倍率の向上のため、応

募・受講しやすい募集・訓練日程を検討した上で実施するとともに、訓練

コースの内容や効果を踏まえた受講勧奨を実施する。  

・育児や介護等、多様な事情を抱える求職者等が主体的に受講できるよう実 

施期間・時間に配慮した訓練コースやオンライン訓練(e ラーニング含む)、 

託児サービス付き訓練コースの設定を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 職業訓練の効果的な実施のための取組 

・地域の中小企業事業主等の人材ニーズを把握した上で、離職者訓練の訓練科

目の設定を行うとともに、個々の中小企業事業主等の具体的なニーズに即し

令和7年度求職者支援訓練計画

基礎コース地域割・実践コース全県枠　

計

岐阜・
中濃

西濃 東濃 飛騨
岐阜・
中濃

西濃 東濃 飛騨
岐阜・
中濃

西濃 東濃 飛騨
岐阜・
中濃

西濃 東濃 飛騨

230 30 30 15 15 20 15 15 15 20 15 15 0 13 12 0 0

538

介護系 108

医療事務系 50

デジタル系 170

その他の成長分野など 210

768

※　同一月・同一コース・同一ハローワーク管内の訓練は１コースのみとする。

※　同一実施施設から同一分野の通常訓練は各四半期ごとに１コースのみとする。

※

※

基礎コース

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

全県枠 全県枠 全県枠 全県枠

実践コース 180 130 124 104

40 20 24 24

30 10 10 0

40 40 50 40

70 60 40 40

合　計 270 195 174 129

※　新規枠については、基礎コース・実践コースともに、訓練認定規模の３０％を上限として設定する。

※　第２四半期の岐阜・中濃地域の基礎コースのうち15人は学卒未就職・フリーター・非正規等対象コースを優先とする。

ある認定単位期間で余剰定員が発生した訓練分野の定員については、同一認定単位期間内で、基礎コースと実践コース間の振替及び実践コースの他分野へ
振替を可能とする。

認定コースの定員数が少なかった場合の繰越し分及び中止となった訓練コースの繰越分については、基礎コースと実践コース間の振替及び実践コースの他分
野へ振替を可能とする。

※
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た効果的な訓練の取入れを行うものとする。 

 

（２）在職者に対する公共職業訓練 

ア 対象者数（定員）、職業訓練の内容等、その他の事項 

・県では、国際たくみアカデミー及び木工芸術スクールにおいて、地場産業や

地域の企業等の人材ニーズを踏まえたコースを設定し、在職者に対する職業

訓練を実施する。 

施設名 コース 定員 訓練科 

国際たくみアカデミー 44 515  

 

職業能力開発校 9 90 
配管科、ブロック、多能工養

成講習 

職業能力開発短期大学校 35 425 
機械加工科、生産管理科、機

械検査科他 

木工芸術スクール 5 50 木工科 

合 計 49 565  

 

・機構岐阜支部では、在職者に対する職務の高度化・多様化に対応した職業能

力開発を推進するため、能力開発セミナー（ものづくり分野）及び事業主が

自ら実施する教育訓練に対する指導員の派遣・施設設備の開放等を実施する

ことにより、高度で多様な人材育成の機会を提供し、在職者に対する積極的

な支援を行う。 

施設名 コース 定員 訓練分類 

岐阜職業能力開発促進 

センター 
124 

1,209 

(目標 340) 

設計／開発、加工／組立、工事／

施工、検査、保全／管理 

東海職業能力開発大学校 121 
1,305 

(目標 970) 

設計／開発、加工／組立、工事／

施工、検査、保全／管理、教育／

安全 

合 計 245 2,514  

 

イ 効果的な在職者訓練の実施のための取組 

・地域の中小企業事業主等の人材ニーズを把握した上で、真に必要とされて

いる在職者訓練の訓練科の設定を行うとともに、個々の中小企業事業主等

の具体的なニーズに即したオーダーメイド型セミナーも行うものとする。 

 

（３）学卒者に対する公共職業訓練 

ア 対象者数（定員）、職業訓練の内容等、その他の事項 

・県では、国際たくみアカデミー職業能力開発校及び木工芸術スクールの普

通課程において、基礎的な専門知識と実践的な技能を併せ持ち、現場の即

戦力となる人材を育成する。また、国際たくみアカデミー職業能力短期大

学校の専門課程においては、モノづくりを中心とした現場のリーダーとな

る人材を養成する。 

・就職率は 100％を目指す。 
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施設名 訓練科名 
定員 

（延定員） 
期間 

国際たくみ 

アカデミー 

職業能力 

開発校 
自動車エンジニア科 20 （40） 2 年 

職業能力開発 
短期大学校 

生産技術科 20 （40） 
2 年 

建築科 20 （40） 

木工芸術スクール 木工科 30 （30） 1 年 

合  計 90（150）  

 

・東海職業能力開発大学校では、専門課程では即戦力となる高度な人材を養

成する。また、応用課程においては、「ものづくり」における高度な技能・

技術等を習得し、生産現場のリーダーを養成する。 

・就職率は 95％を目指す。 

施設名 訓練科名 定員（延定員） 期間 

東海職業

能力開発

大学校 

専門課程 

生産機械技術科（生産技

術科） 
20（40） 

2 年 電気エネルギー制御科 20（40） 

電子情報技術科 25（50） 

応用課程 

生産機械システム技術科 20（40） 

2 年 生産電気システム技術科 25（50） 

生産電子情報システム 

技術科 
30（60） 

合  計 140（280）  

 

イ 効果的な学卒者訓練の実施のための取組 

産業界及び地域の人材ニーズを把握し、訓練科の見直しを行うものとす

る。 

学卒者訓練の訓練科のうち、定員の充足状況や修了者の就職実績が低調

なものについては、その原因の把握及び分析を行った上で、その内容等

（訓練カリキュラム）の見直しを図るものとする。  

 

（４）障害者等に対する公共職業訓練 

ア 対象者数（定員）、職業訓練の内容等、目標（就職率）、その他の事項 

・県では、障がい者職業能力開発校の短期課程において、一般就労を目標と

し、必要な技能習得に加え社会人として自立した職業生活を送るための能

力を習得し、即戦力となる人材を育成する。 

・就職率は 70％を目指す。 

 

 

 

 

 

 

施設名 訓練科名 定員(延定員) 期間 

岐阜県立障がい者

職業能力開発校 

基礎実務科 10  

1 年 OA ビジネス科 10 

Web デザイン科 10 

合  計 30  
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・企業・特定非営利活動法人・民間教育訓練機関等の多様な委託先を活用し

て、障がい者の特性やニーズを踏まえた公共職業訓練（障がい者委託訓練）

を実施し、就職に必要な知識・技能の習得を図ることにより、障がい者の

就職を支援する。 

また、訓練を効果的に実施するため、委託先の開拓や訓練生の募集、訓

練カリキュラムの作成、訓練の管理・フォローアップ、関係機関との連絡

調整を行うコーディネーターを県労働雇用課及び木工芸術スクールに配

置する。 

・就職率は 55％を目指す。 

訓練コース 訓練期間 計画定員 

知識・技能習得訓練コース - 25 

 IT 技能習得訓練科 2.5 か月 25 

実践能力習得訓練コース 3 か月以内 15 

特別支援学校早期訓練コース 1 か月 5 

合  計 45 

イ 障がい者に対する効果的な公共職業訓練の実施のための取組 

訓練科については、障がい者の特性や実態、就業ニーズ及び企業の人材ニ

ーズを踏まえ設定する。定員の充足状況や修了者の就職実績が低調なものに

ついては、その原因の把握及び分析を行った上で、次年度に向けて内容や周

知方法等の見直しを検討するほか、受講者に対し公共職業安定所等との連携

強化の下、職業訓練の開始時から計画的な就職支援を実施し、就職率の向上

を図るものとする。 

また、障がい者の職業能力開発を効果的に行うため、地域における雇用、

福祉、教育等の関係機関が連携を図りながら職業訓練を推進する。 

さらに、障がい者の福祉から就労への移行を促進するため、障害者福祉施

策と密接な連携を図るものとする。 

 

 

５ その他、職業能力の開発及び向上の促進のための取組等 

（１）訓練受講者に対する就職支援等 

   訓練受講者の就職支援については、国（労働局・公共職業安定所）、岐阜県、

機構岐阜支部及び各訓練実施機関との連携により、訓練受講中から訓練受講者

の求職状況の把握、求人情報の提供、ジョブ・カードを活用したキャリアコン

サルティング、公共職業安定所窓口で職業相談等の支援を実施する。 

     また、訓練修了後においても、訓練実施機関と公共職業安定所が連携して就

職に向けた必要な支援を継続実施する。 

 

（２）地域におけるリスキリングの推進 

   県と市町村は、地域に必要な人材確保（中小企業、農林水産、介護等）のた

め、デジタル・グリーン等成長分野に関するリスキリングの推進に資する以下

の事業に取り組むことができる。 

① 経営者等の意識改革・理解促進 
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② リスキリングの推進サポート 

③ 従業員の理解促進・リスキリング支援等 

なお、実施する事業については、県が別途事業一覧として取りまとめ、岐阜

県地域職業能力開発促進協議会に報告するものとする。 
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岐阜県

施設内 委託

定員 定員 定員 定員 定員

ＩＴ分野（02） 310 0 230 0 80

営業・販売・事務分野（03） 475 0 355 0 120

医療事務分野（04） 130 0 80 0 50

介護・医療・福祉分野（05） 243 0 135 0 108

デザイン分野（11） 90 0 0 0 90

運送サービス分野（12） 0 0 0 0 0

電気関連分野（15） 54 0 0 54 0

製造分野（16）（17） 174 0 60 114 0

建設関連分野（18） 115 30 30 40 15

理容・美容関連分野（19） 45 0 0 0 45

その他の分野（20） 60 0 30 0 30

230 0 0 0 230

合計 1,926 30 920 208 768

（参考）
デジタル分野

400 0 230 0 170

※　「定員」とは、当該年度中における開講コースの定員の数。

求職者支援訓練

分 野

公
共
職
業
訓
練

（
離
職
者
向
け

）

 
 
 

＋
求
職
者
支
援
訓
練

（
実
践
コ
ー

ス

）

求職者支援訓練（基礎コース）（00等）

ハロートレーニング（離職者向け職業訓練）の7年度計画

全体計画数
公共職業訓練（都道府県） 公共職業訓練

（JEED岐阜支部）

離職者向けの公的職業訓練の分野別の計画
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2021年4月1日

参考資料３

令和８年度
全国職業訓練実施計画
の策定に向けた方針（案）

- 79 -



 

- 80 -



実施方針課題
・訓練見学会等への参加に係る積極的
な働きかけ。
・訓練コースの内容や効果を踏まえた
受講勧奨の強化。
・特に委託訓練については、開講時期
の柔軟化、受講申込み締切日から 受講
開始日までの期間の短縮、効果的な周
知広報の実施。

①応募倍率が低く、
就職率が高い分野がある。

「介護・医療・福祉分野」

・求人ニーズに即した訓練内容かどう
かの検討。

・ハローワーク窓口職員の知識の向上。
・事前説明会や見学会の機会確保。
・訓練修了者歓迎求人等の確保。
・事業主等に対して、習得することが
できるスキル等の訓練効果を広く周知。

②応募倍率が高く、
就職率が低い分野がある。

「ＩＴ分野」
「デザイン分野」

・開講時期の柔軟化。
・受講申込み締切日から受講開始日ま
での期間の短縮。

・効果的な周知広報の実施。
・訓練関連職種の魅力や働きがい、就
職した場合の処遇といった観点も踏ま
えた受講あっせんの強化。

③委託訓練の計画数と実績が
乖離している。

・デジタル分野への重点化。
・一層のコース設定促進。

➃デジタル人材が質・量とも
不足、都市圏偏在がある。

委託訓練について、都道府県に対し、開
講時期の柔軟化や受講選考期間の短縮、
各種SNS等による効果的な周知広報等に
ついて配慮を依頼（③への対応含む）。

ハローワークにおいて、デジタル分野の
適切な受講あっせん等に向け、訓練窓口
職員の知識の向上、訓練実施施設による
事前説明会・見学会の機会確保等を推進。

地域協議会の公的職業訓練効果検証ワー
キンググループによる効果検証結果を全
国に情報共有。

デジタル分野の訓練コースの委託費等の
上乗せ等により、職業訓練の設定を促進。

職場情報サイト（jobtag)を活用し、訓練
に関する職業の詳細な内容や訓練に関連
する求められるスキルのほか、賃金・労
働時間のデータ等を踏まえた受講あっせ
ん機能の促進。

令和７年度取組状況令和７年度実施計画（実施方針）

訓練部門と求人部門との情報共有による
求人開拓、求人充足会議等の活用を通じ
て、事業主等に対して、訓練受講により
習得できるスキル等の訓練効果を周知。

委託訓練及び求職者支援訓練について、
訓練分野の特性を踏まえたデジタルリテ
ラシーの向上促進。

令和８年度全国職業訓練実施計画の策定に向けた方針（案）

令和７年度計画の実施方針と取組状況

1
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非正規雇用労働者等が働きながら学びやすいオンラインを
活用した職業訓練の試行実施（令和６年度～） H   都道府県・JEEDによる公共職業訓練（委託訓練）として本格実施。

令和８年度全国職業訓練実施計画の策定に向けた方針（案）

Ａ 引き続き、介護分野等の理解促進のため、職場見学
会等への参加を積極的に勧奨するとともに、訓練の
内容や効果を踏まえた受講勧奨の強化を行う。

   また、委託訓練についてはFの措置も併せて実施。

B 本人の受講希望だけでなく、本人の職業能力や求職
条件等を踏まえた適切な職業相談、訓練のあっせんを
行う。また、ミスマッチ低減のため、引き続き、事前
説明会・見学会の機会確保を図る。さらに、訓練窓口
職員のITリテラシーの更なる向上を図る。

Ｃ 訓練修了者のスキルが活用できる求人等の確保を推
進する。
D  eラーニング等のオンラインを活用した訓練を受講
する求職者への適切な情報提供、意識付けとともに、
就職支援の充実を図る。

委託訓練の計画数と実績に乖離あり。
令和６年度も同様の傾向。

デジタル人材が質・量とも不足、都市圏偏在が課題。

令和７年度計画に挙げた課題と令和６年度の実施状況

F 引き続き、開講時期の柔軟化、受講申込締切日から受講開始日までの期間の短縮、効果
的な周知広報等、受講者数増加に向けた取組が必要。

G 引き続き、デジタル分野への重点化を進め、一層の設定促進が必要。

応募倍率が低く、
就職率が高い分野

【委託訓練】
応募倍率が低下し66.3％。就職率は低下。

【求職者支援訓練】
応募倍率は向上し73.6％。就職率は低下。

【委託訓練】
・IT分野:応募倍率は低下、就職率は向上。
・デザイン分野:応募倍率は低下、就職率は向上。

【求職者支援訓練】
・IT分野:応募倍率が低下、就職率は向上。
・デザイン分野:応募倍率が上昇、就職率は向上。

E 受講者数の実績等を踏まえ、必要な訓練規模を確保しつつ、計画数の見直しを図る。

令和８年度の公的職業訓練の実施方針（案）評価･分析

介護・医療・
福祉分野

応募倍率が高く、
就職率が低い分野

IT分野・
デザイン分野

求職者支援訓練におけるデザイ
ン分野を除き、その他の分野で
は低下しており、引き続き解消
傾向。

応
募
倍
率

特にデザイン分野における委託
訓練や求職者支援訓練の就職率
はそれぞれ68.9％、57.3％であ
り、就職率の向上に向け、引き
続き改善の余地がある。【Ｂ】
【C】【D】

就
職
率

両訓練ともに約70％であり、応
募倍率の上昇に向け、引き続き
改善の余地がある。【Ａ】

応
募
倍
率

依然、高水準で推移。
就
職
率

2
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【参考】委託訓練及び求職者支援訓練の応募倍率及び就職率の状況

【委託訓練】 【求職者支援訓練】

就
職
率

応募倍率 応募倍率

就
職
率

改
善

改
善

改善改善

※用語の定義は、資料２－１と同様。 3

IT

営業・販売・事務

医療事務

介護・医療・福祉

農業

旅行・観光

デザイン

製造

建設関連

理容・美容関連

その他

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

50.0% 75.0% 100.0% 125.0% 150.0% 175.0%

IT

営業・販売・事務

医療事務

介護・医療・福祉

農業

旅行・観光

デザイン

製造

建設関連

理容・美容関連

その他

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 125.0% 150.0%

令和４年度 - - - - -令和５年度 令和６年度
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2021年4月1日

参考資料４

令和８年度
全国職業訓練実施計画（案）
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令和８年度 全国職業訓練実施計画（案） 

 

第１ 総則 

１ 計画のねらい 

産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化の中で、職業の安定、労働者の地位

の向上及び経済社会の発展を図るためには、これらによる業務の内容の変化に対する労働者

の適応性を増大させ、及び円滑な就職に資するよう、労働者に対して適切な職業能力開発を行

う必要がある。このため、都道府県、事業主等が行う職業能力開発に関する自主的な努力を尊

重しつつ、雇用失業情勢等に応じて、国が、職業能力開発促進法（昭和 44年法律第 64号。以

下「能開法」という。）第 16 条第１項の規定に基づき設置する公共職業能力開発施設（以下

「公共職業能力開発施設」という。）において実施する職業訓練（能開法第 15条の７第３項

の規定に基づき実施する職業訓練（以下「委託訓練」という。）を含む。以下「公共職業訓練」

という。）及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成 23年法

律第 47号。以下「求職者支援法」という。）第４条第１項の規定により厚生労働大臣の認定

を受けた職業訓練（以下「求職者支援訓練」という。）の充実を図ることにより、労働者の十

分な職業能力開発の機会を確保する必要がある。 

本計画は、本計画の対象期間（以下「計画期間」という。）中における対象者数や訓練内容

等を明確にし、計画的な公共職業訓練及び求職者支援訓練（以下「公的職業訓練」という。）

の実施を通じて、職業の安定、労働者の地位の向上等を図るものである。 

また、公共職業能力開発施設は、本計画を実施する際に、都道府県労働局、ハローワーク、

地方公共団体等関係機関との連携を図り、効率的かつ効果的な公共職業訓練の実施を図るも

のとする。 

 

２ 計画期間 

計画期間は、令和８年４月１日から令和９年３月 31日までとする。 

 

３ 計画の改定 

本計画は、公的職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改定を行うものとする。 

 

第２ 労働市場の動向、課題等 

１ 労働市場の動向と課題 

労働市場の動向をみると、足下の令和７年 11月現在では、有効求人倍率は横ばいで、求人

が引き続き求職を上回って推移しており、緩やかに持ち直しているが、物価上昇等が雇用に与

える影響に留意する必要がある。一方、生産年齢人口の減少に伴って人手不足感が深刻化し、

社会全体での有効な人材活用が必要となっており、そのためには、働く方々の意欲と能力に応

じた多様な働き方を可能とし、賃金上昇の好循環を実現していくことが重要である。 

また、中長期的にみると、我が国は少子化による労働供給制約という課題を抱えている。こ
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うした中で、我が国が持続的な経済成長を実現していくためには、多様な人材が活躍できるよ

うな環境整備を進め、労働生産性を高めていくことが必要不可欠であり、そのためには、職業

能力開発への投資を推進していくことが重要である。 

加えて、デジタル・トランスフォーメーションやグリーン・トランスフォーメーション（以

下「ＤＸ等」という。）の進展といった大きな変革を受けて、中小企業等の着実な事業展開、

生産性や技能・技術の向上のために必要となる人材の確保、育成が求められている。あわせ

て、企業規模等によってはＤＸ等の進展への対応に遅れがみられることにも留意が必要であ

る。 

こうした変化への対応が求められる中で、地域のニーズに合った人材の育成を推進するた

めには、公的職業訓練のあり方を不断に見直し、離職者の就職の実現に資する公的職業訓練

や、産業界や地域の人材ニーズに合致した在職者の生産性の向上等、多様な職業能力開発の機

会を確保・提供することが重要である。 

特に、デジタル分野については、「デジタル田園都市国家構想総合戦略（2023 改訂版）」

（令和５年 12 月 26 日閣議決定）等において、デジタル人材が質・量ともに不足しているこ

とと、都市圏への偏在といった課題を解決するために、職業訓練のデジタル分野の重点化に計

画的に取り組むこととしている。 

障害者については、ハローワークにおける新規求職申込件数が増加傾向にあり、障害者の

障害特性やニーズに応じた就職が実現できるよう、訓練機会の確保・拡充等を通じた一層の環

境整備が求められるとともに、人生 100 年時代の到来による職業人生の長期化を踏まえ、今

後は在職者訓練を通じた雇入れ後のキャリア形成支援を進めていく必要がある。また、障害者

の福祉から雇用への移行を促進するため、障害者雇用施策と障害者福祉施策が連携を図りつ

つ、個々の障害者の就業ニーズに即した職業能力開発を推進し、障害者の職業の安定を図る必

要がある。 

 

２ 直近の公的職業訓練をめぐる状況 

令和７年度の新規求職者は令和７年 11月末現在で 2,955,587人（前年同月比 99.1％）  で

あり、そのうち、求職者支援法第２条に規定する特定求職者に該当する可能性のある者の数

は令和７年 10月末現在で 1,266,828人（前年同月比 100.4％）であった。 

これに対し、令和７年 11月末現在の公的職業訓練の受講者数については、以下のとおりで

ある。 

＜令和７年４月～10月＞ 

  離職者に対する公共職業訓練          63,304人（前年同期比 96.4％） 

求職者支援訓練                      23,057 人（前年同期比 98.7％） 

在職者訓練                          52,652 人（前年同期比 101.2％） 

 

第３ 令和８年度の公的職業訓練の実施方針 

令和６年度の離職者向け公的職業訓練の実施状況を分析すると、 

① 応募倍率が低く、就職率が高い分野（「介護・医療・福祉分野」）があること 

・応募倍率は約 70％であり、引き続き改善の余地がある 
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・就職率は依然高水準で推移している 

② 応募倍率が高く、就職率が低い分野（「デザイン分野」）があること 

 ・応募倍率については、公共職業訓練では低下している一方、求職者支援訓練では上昇

している 

 ・就職率は 50％～60％台で比較的低調であり、引き続き改善の余地がある 

③ 委託訓練の計画数と実績は乖離していること、施設内訓練と比べて就職率が低い分野

があること 

 ・令和６年度も同様の傾向にある 

 ・２年連続で目標の就職率（75％）を下回っており、同分野内でも訓練コースにより就

職率に差が見られる 

④ デジタル人材が質・量とも不足、都市圏偏在があること 

 ・離職者向けの訓練に占めるデジタル分野の訓練コースや定員数の割合は全国的に増加

傾向にあるが、依然として不足している 

 ・都市圏を除くデジタル分野の訓練コース及び定員数の割合は増加傾向である 

といった課題がみられた。 

これらの課題の解消を目指し、令和８年度の公的職業訓練は以下の方針に基づいて実施す

る。 

①については、引き続き、応募倍率の上昇に向け、求職者の介護分野等の仕事や訓練に関

する理解促進のため、訓練見学会等への参加を積極的に働きかけるとともに、訓練コースの

内容や効果を踏まえた受講勧奨の強化を行う。特に委託訓練については、開講時期の柔軟化、

受講申込み締切日から受講開始日までの期間の短縮、効果的な周知広報等、受講者数増加の

ための取組も併せて行う。 

②については、特に就職率の向上に向け、本人の受講希望だけでなく、本人の職業能力や

求職条件等を踏まえた適切な職業相談、訓練のあっせんを行う。また、ミスマッチ低減のた

め、引き続き、事前説明会・見学会の機会確保を図る。さらに、訓練窓口職員のＩＴリテラ

シーの更なる向上を図る。あわせて、訓練修了者のスキルが活用できる求人等の確保の推進

や、ｅラーニング等のオンラインを活用した訓練を受講する求職者への適切な情報提供、就

職に向けた意識付けとともに、就職支援の充実を図る。 

③については、引き続き、開講時期の柔軟化、受講申込み締切日から受講開始日までの期

間の短縮、効果的な周知広報等、受講者数増加のための取組を行うほか、受講者数の実績等

を踏まえ、必要な訓練規模を確保しつつ、計画数の見直しを図る。また、都道府県等と連携

してハローワークにおける就職支援の強化を検討するほか、都道府県労働局と地方公共団体

との連携の上、目標を達成していない民間教育訓練機関に対し、訓練及び就職支援の自律的

な改善を促すとともに、就職率の向上に向けて、地域職業能力開発促進協議会において、そ

の方策について協議を行う。 

④については、引き続き、職業訓練のデジタル分野への重点化を進め、一層のコース設定

の促進を図る。コース設定が進んでいない地域においては、地域職業能力開発促進協議会に

おいて、その方策について協議を行う。 

なお、令和６年度より試行的に実施していた「非正規雇用労働者等が働きながら学びやす
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いオンラインを活用した職業訓練」については、令和８年度より公共職業訓練として全国展

開を図ることから、本実施計画にも当該事項を新たに盛り込むこととする。 

その他、地域職業能力開発促進協議会に設置されているワーキンググループの訓練効果の

検証結果等が訓練カリキュラム改善により資するよう、ＰＤＣＡサイクルの仕組みについて

見直しを検討する。 

 

第４ 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等 

１ 離職者に対する公的職業訓練 

（１） 離職者に対する公共職業訓練 

ア 対象者数及び目標 

（国の施設内訓練） 

対象者数 23,000人 

目標 就職率：82.5％ 

（委託訓練） 

対象者数 74,263人 

目標 就職率：75％ 

 

イ 職業訓練の内容、職業訓練を設定する上での留意事項等 

離職者に対する公共職業訓練については、訓練内容や訓練コースの設定について、以

下の点を踏まえた実施に努める。 

① 職業訓練の内容等 

 職業訓練の内容に応じた様々な民間教育訓練機関を活用した多様な職業能力開発の

機会の提供にあっては、都道府県又は市町村が能開法第 16 条第１項または第２項の

規定に基づき設置する施設（障害者職業能力開発校を除く。）において実施する職業

訓練との役割分担を踏まえる。 

 国の施設内訓練については、民間教育訓練機関では実施できないものづくり分野にお

いて実施する。 

 受講者に対する訓練修了前から就職まで一貫した支援のため、ハローワークと関係機

関との連携強化の下、職務経歴書・履歴書の作成指導、面接指導、ジョブ・カードを

活用したキャリアコンサルティング、職業相談、求人情報の提供等の計画的な就職支

援を実施する。 

 委託訓練については、全ての労働人口がデジタルリテラシーを身につけ、デジタル技

術を利活用できるようにすることが重要であるとされていることや、国民一人一人が

サイバーセキュリティに対する意識・理解を深め、基本的な取組や対策を平時から行

うことが求められていることから、全ての訓練分野に係る訓練コースにおいて、デジ

タルリテラシーや情報セキュリティに関するリテラシーの向上促進を図る。 

 委託訓練については、２年連続で目標の就職率（75％）を達成していないことにかん

がみ、都道府県等と連携して、ハローワークへの来所等を促して就職支援を行う取組

の強化を検討する。また、必要に応じて、地域職業能力開発促進協議会において目標
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を踏まえた訓練先の選定方策について協議を行う。 

 経済社会が急速に変化する中、一人ひとりが能力を発揮し、それに適した賃金や処遇

を得られ、安定して働くことができる環境整備の一環として、必要に応じ職業能力評

価制度との連動をより意識した内容とする。 

 

② 分野に応じた訓練コースの設定等 

 ＩＴ分野、デザイン分野については、デジタル分野の重点化の観点から、ＩＴ、ＷＥ

Ｂデザイン関連の資格取得を目指すコースの委託費の上乗せ措置（ＩＴ分野のコース

について、同コース未設定地域で実施する場合の更なる上乗せを含む。）や企業実習

を組み込んだ訓練コースの委託費の上乗せ措置、オンライン訓練（ｅラーニングコー

ス）におけるパソコン等の貸与に要した経費を委託費の対象とする措置、ＤＸ推進ス

キル標準に対応した訓練コースの委託費の上乗せ措置により、訓練コースの設定を推

進する。 

 ＩＴ分野、デザイン分野については、求人ニーズに即した効果的な訓練内容になって

いるか、検討した上で、求職者の職業能力や求職条件等に沿った適切な訓練コースを

選択できるよう、支援を行うハローワークの訓練窓口職員の知識の向上や、訓練実施

施設による事前説明会や見学会に参加できる機会の確保を図る。あわせて、訓練修了

者のスキルが活用できる求人等の確保を推進するとともに、事業主等に対して、訓練

受講により習得することができるスキル等の訓練効果を広く周知することなどによ

り、就職機会の拡大を図る。 

 ＩＴ分野、デザイン分野については、職業訓練の受講により習得できるスキル（資格

など）の見える化・明確化を進める一方で、求人企業が求めるスキル等の見える化・

明確化や、公的職業訓練受講者をターゲットにした求人提出の働きかけの実施等ハロ

ーワークと連携した就職支援を実施する。 

 ものづくり分野については、ＤＸ等に対応した職業訓練コースを充実させる。 

 介護分野については、職場見学・職場体験等を組み込んだ訓練コースの委託費の上乗

せ措置により、訓練コースの設定を促進する。 

 介護分野については、求職者の介護分野の仕事や訓練に関する理解促進のため、ハロ

ーワークにおいて、介護等の仕事の魅力発信のためセミナー等を開催するとともに、

職場見学会、訓練見学会等への参加を積極的に働きかける。 

 介護・医療・福祉分野については、職業訓練の応募倍率の向上のため、応募・受講し

やすい募集・訓練日程を検討した上で実施するとともに、訓練コースの内容や効果を

踏まえた受講勧奨を実施する。 

 

③ 対象者に応じた訓練コースの設定等 

 育児や介護等、多様な事情を抱える求職者等が主体的に受講できるよう実施期間・時

間に配慮した訓練コースや、オンライン訓練（ｅラーニングを含む。）、託児サービ

ス付き訓練コースの設定を推進する。 

 雇用のセーフティネットとして、母子家庭の母等のひとり親、刑務所を出所した者、
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定住外国人等特別な配慮や支援を必要とする求職者に対して、それぞれの特性に応じ

た職業訓練を実施する。 

 これまで能力開発の機会に恵まれなかった非正規雇用労働者等を対象とした国家資

格の取得等を目指す長期の訓練コースについては、対象となる者の受講促進に努め、

正社員就職に導くことができる充実した訓練の実施を推進する。 

 

④ 民間教育訓練機関が提供する職業訓練の質の向上 

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「ＪＥＥＤ」という。）と連携

し、民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドラインに関連する施策につい

て、民間教育訓練機関をはじめとする職業能力開発関係者に対する認知度の向上・普

及の取組を推進する。 

 

（２） 求職者支援訓練 

ア 対象者数及び目標 

対象者数 41,377人に訓練機会を提供するため、訓練認定規模の上限 60,487人 

目標 雇用保険適用就職率：基礎コース 60％ 実践コース 63％ 

 

イ 職業訓練の内容、職業訓練を設定する上での留意事項等 

     求職者支援訓練については、訓練内容や訓練コースの設定について、以下の点を踏ま

えた実施に努める。 

① 職業訓練の内容等 

 基礎的能力を習得する職業訓練（基礎コース）及び実践的能力を習得する職業訓練（実

践コース）を設定することとし、全国の認定規模の割合は以下のとおりとする。 

基礎コース 訓練認定規模の 30％程度 

実践コース 訓練認定規模の 70％程度 

※ 実践コース全体の訓練認定規模に対してデジタル分野 30％、介護分

野 20％を下限の目安として設定する。 

 地域ニーズ枠については、より安定した就職の実現に資するよう、各地域の状況や工

夫に応じて主体的に独自の訓練分野、特定の対象者又は特定の地域を念頭に置いた訓

練等について、全ての都道府県の地域職業訓練実施計画で設定する。地域ニーズ枠の

設定に当たっては、公共職業訓練（離職者訓練）の訓練規模、分野及び時期も踏まえ

た上で、都道府県の認定規模の 20％以内で設定する。 

 新規参入となる職業訓練の上限は以下のとおりとする。 

基礎コース 30％ 

実践コース 10％ 

※ 実践コースの新規参入枠については、地域職業能力開発促進協議会での

議論を踏まえ、地域の実情に応じて、上限値を 30％とした範囲内で設定す

ることが可能である。 

 新規参入枠については、地域において必ず設定することとするが、一の申請対象期間
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における新規参入枠以外の設定数（以下「実績枠」という。）に対する認定申請が、

当該実績枠の上限を下回る場合は、当該実績枠の残余を、当該申請対象期間内の新規

参入枠とすることも可能とする。 

 新規参入枠については、職業訓練の案等が良好なものから、実績枠については、求職

者支援訓練の就職実績等が良好なものから認定する。 

 受講者に対する訓練修了前から就職まで一貫した支援のため、ハローワークと関係機

関との連携強化の下、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング、求人情

報の提供等の計画的な就職支援を実施する。 

 全ての労働人口がデジタルリテラシーを身につけ、デジタル技術を利活用できるよう

にすることが重要であるとされていることや、国民一人一人がサイバーセキュリティ

に対する意識・理解を深め、基本的な取組や対策を平時から行うことが求められてい

ることから、全ての訓練分野に係る訓練コースにおいて、デジタルリテラシーや情報

セキュリティに関するリテラシーの向上促進を図る。 

 経済社会が急速に変化する中、一人ひとりが能力を発揮し、それに適した賃金や処遇

を得られ、安定して働くことができる環境整備の一環として、必要に応じ職業能力評

価制度との連動をより意識した内容とする。 

 

② 分野に応じた訓練コースの設定等 

 ＩＴ分野、デザイン分野については、デジタル分野の重点化の観点から、ＩＴ、ＷＥ

Ｂデザイン関連の資格取得を目指す訓練コースへの基本奨励金の上乗せ措置（ＩＴ分

野のコースについて、同コース未設定地域で実施する場合の更なる上乗せを含む。）

や、企業実習を組み込んだデジタル分野の訓練コースやオンライン訓練（ｅラーニン

グコース）におけるパソコン等の貸与に要した経費への奨励金支給措置、ＤＸ推進ス

キル標準に対応した訓練コースの基本奨励金の上乗せ措置により、訓練コースの設定

を推進する。 

 ＩＴ分野、デザイン分野については、求人ニーズに即した効果的な訓練内容になって

いるか、検討した上で、求職者の職業能力や求職条件等に沿った適切な訓練コースを

選択できるよう、支援を行うハローワークの訓練窓口職員の知識の向上や訓練実施施

設による事前説明会や見学会に参加できる機会の確保を図る。あわせて、訓練修了者

のスキルが活用できる求人等の確保を推進するとともに、事業主等に対して、訓練受

講により習得することができるスキル等の訓練効果を広く周知することなどにより、

就職機会の拡大を図る。 

 ＩＴ分野、デザイン分野については、職業訓練の受講により習得できるスキル（資格

など）の見える化・明確化を進める一方で、求人企業が求めるスキル等の見える化・

明確化や、公的職業訓練受講者をターゲットにした求人提出の働きかけの実施等ハロ

ーワークと連携した就職支援を実施する。 

 介護分野については、職場見学・職場体験等を組み込んだ訓練コースへの奨励金支給

措置により、訓練コースの設定を促進する。 

 介護分野については、求職者の介護分野の仕事や訓練に関する理解促進のため、ハロ
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ーワークにおいて、介護等の仕事の魅力発信のためのセミナー等を開催するととも

に、職場見学会、訓練見学会等への参加を積極的に働きかける。 

 介護・医療・福祉分野については、職業訓練の応募倍率の向上のため、応募・受講し

やすい募集・訓練日程を検討した上で実施するとともに、訓練コースの内容や効果を

踏まえた受講勧奨を実施する。 

 

③ 対象者に応じた訓練コースの設定等 

 育児や介護等、多様な事情を抱える求職者等が主体的に受講できるよう実施期間・時

間に配慮した訓練コースや、オンライン訓練（ｅラーニングを含む。）、託児サービ

ス付き訓練コースの設定を推進する。 

 

④ 民間教育訓練機関が提供する職業訓練の質の向上 

 ＪＥＥＤと連携し、民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドラインに関連

する施策について、民間教育訓練機関をはじめとする職業能力開発関係者に対する認

知度の向上・普及の取組を推進する。 

 

２ 非正規雇用労働者等が働きながら学びやすいオンラインを活用した公共職業訓練 

（１）対象者数 

国  1,500人 

都道府県  300人 

 

（２）職業訓練の内容等 

 全国展開に当たっては、オンラインを活用した手法によって、非正規雇用労働者等が、住

んでいる地域に関係なく、自らの希望に応じた柔軟な日時や実施方法で訓練を受講できる

ように進めていく。 

 訓練の実施に当たっては、能開法第 15 条の７第３項に基づく委託訓練として、都道府県

での実施を基本としつつ、都道府県においては、地域ニーズを踏まえた訓練分野やコース

を柔軟に設定できるようにするとともに、ｅラーニングを活用した訓練の地域偏在を踏ま

えて、オンラインで対応できる訓練コースについては、国及び地方の適切な役割分担に留

意しつつ、ＪＥＥＤを通じた広域展開を行う。 

・ 訓練内容や訓練ニーズ等について、全国展開後も受講生のニーズをアンケート等により収

集・把握するとともに、受講勧奨、受講継続支援、広報については、好事例を収集、展開

するなどにより、継続的な見直しを図っていく。 

・ 修了率等に加え、訓練前後でどのような行動・意識の変容があったか、訓練成果が仕事で

役立っているか等の受講生の評価を収集していくことで、今後の成果指標について検討す

る。また、訓練修了後一定期間経過時点の受講生の状況についても、アンケートにより把

握する。 

 

３ 在職者に対する公共職業訓練等 
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（１）対象者数 

公共職業訓練（在職者訓練） 65,000人 

生産性向上支援訓練     51,500人 

 

（２）職業訓練の内容等 

 在職者訓練については、産業構造の変化、技術の進歩等による業務の変化に対応する高度

な技能及びこれに関する知識を習得させる真に高度な職業訓練であって、都道府県等又は

民間教育訓練機関において実施することが困難なものを実施する。 

 ものづくり分野において、企業の中で中核的役割を果たしている者を対象に、専門的知識

及び技能・技術を習得させる高度なものづくり訓練を実施する。さらに、ＤＸ等に対応し

た職業訓練コースの開発・充実、訓練内容の見直し等を図る。 

・ 生産性向上人材育成支援センターにおいては、幅広い分野の事業主からのデジタル人材や

生産性向上に関する相談等に対応するとともに、課題の解消に向けた適切な職業訓練のコ

ーディネート等の事業主支援を実施する。 

・ 訓練の効果を客観的に把握する観点から、訓練コースの受講を指示した事業主等に対し

て、職場での業務改善や事業所の生産性向上、現場力の強化など訓練の受講により生じた

効果を確認する。 

・ 事業主等に対し、在職者訓練等の受講による従業員のスキル向上及び生産性向上等の訓練

効果を広く周知し、在職者訓練等の受講促進を図る。 

 

４ 学卒者等に対する公共職業訓練 

（１）対象者数及び目標 

対象者数 5,800人（専門課程 3,800人、応用課程 1,900人、普通課程 100人） 

目標   就職率：95％ 

 

（２）職業訓練の内容等 

 産業の基盤を支える人材を養成するために、職業能力開発大学校等において、理論と技

能・技術を結びつけた実学融合の教育訓練システムにより、最新の技能・技術に対応で

きる高度なものづくりを支える人材（高度実践技能者）を養成する。特に、ＤＸ等に対

応した職業訓練コースを充実する。 

 職業訓練の実施に当たっては、平成 10年３月 31日付け管発第 11号・開発第 17号「公

共職業能力開発施設と専修学校等との調整等について」の趣旨等に留意しつつ、職業訓

練と学校教育との密接な連携の下、地域人材の育成を図っていく。また、学卒者のみな

らず、社会人の更なる入校促進を図る。 

 

５ 障害者等に対する公共職業訓練 

（１）対象者数及び目標 

  （施設内訓練） 

対象者数 2,930人 
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目標 就職率：70％ 

（委託訓練） 

対象者数 3,380人 

目標 就職率：55％ 

 

（２）職業訓練の内容等 

 障害者職業能力開発校においては、一般の職業能力開発校等では受入れが困難な職業訓

練上特別な支援を要する障害者を重点的に受け入れて、個々の受講者の障害の特性等に

応じた公共職業訓練を一層推進する。また、訓練受講生の拡大に向けて、障害福祉サー

ビス利用者の就労促進に向けた障害者職業訓練への誘導等に取り組む。 

 都道府県が一般の職業能力開発校において、精神保健福祉士や公認心理師等の配置、障

害者に対する職業訓練技法等の普及を推進することにより、精神障害者等を受け入れる

ための体制整備に努める。 

 障害者委託訓練の設定については、就職に結びつきやすい実践能力習得訓練コースの設

定を促進しつつ、委託元である都道府県が関係機関と連携を図り、対象となる障害者の

確保、法定雇用率が未達成である企業や障害者の雇用の経験の乏しい企業を含めた委託

先の新規開拓に取り組む。障害者委託訓練のうち知識・技能習得訓練コース等において、

障害を補うための職業訓練支援機器等を活用した場合、職場実習機会を付与した場合や

就職した場合の経費の追加支給を活用するなど、訓練内容や就職支援の充実を図りなが

ら、引き続き訓練の質向上に向けた取組を推進する。なお、令和７年度より障害者委託

訓練におけるＰＤＣＡ 評価を本格実施している。当該ＰＤＣＡ評価では、就職率の上昇

と計画数と実績の乖離の解消に取り組むものであり、当該評価を基に訓練を計画する。 

 障害者の就業ニーズ及び企業の人材ニーズに加え、障害種別が多様化していることを踏

まえ、訓練コースの見直しを実施する。 

 ハローワーク等との連携の下、在職する障害者の職業能力の開発及び向上を図るための

在職者訓練の設定・周知等に努める。 

 定員の充足状況や修了者の就職実績が低調なものについては、その原因の把握及び分析

を行った上で、その内容等の見直しを図るほか、当該公共職業訓練の受講者に対し、ハ

ローワーク等との連携強化の下、訓練の開始時から計画的な就職支援を実施する。 

 令和７年６月に取りまとめられた「障害者職業能力開発校の在り方に関する検討会報告

書」を踏まえた取組を推進する。 

 

 

第５ 令和９年度の全国職業訓練実施計画の策定に向けた検討事項（Ｐ） 

令和９年度の全国職業訓練実施計画の策定に向けては、雇用のセーフティネットとし

ての職業訓練を引き続き確実に推進することに加え、令和８年度の実施状況や第 12次職

業能力開発基本計画（※）の内容等も踏まえつつ、以下の観点も含めた対応について検討

を行う。 

 データに基づくＰＤＣＡサイクルにより訓練の効果検証や、必要に応じて訓練プログラ
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ムの開発等を行いながら、関係省庁や関係機関と連携して効果的な職業訓練を推進す

る。 

 成長分野等に必要な人材の育成に向けた戦略的な職業訓練を推進する。中央職業能力開

発促進協議会及び地域職業能力開発促進協議会の機能を強化し、産業界等と連携して必

要とされる人材像やスキルの把握、訓練の重点分野に係る中期的な方針等の策定、地域

の産官学の連携のもと、地域の人材ニーズ等を踏まえた訓練機会の創出等に取り組む。 

 エネルギーなどの戦略分野等における人材育成を加速化するため、関連の産業界と

協働した人材育成プロジェクトの実施等に取り組む。 

 

※ 第 12次職業能力開発基本計画については、現在、労働政策審議会人材開発分科会におい

て審議中であり、今後の審議結果に応じて記載内容を確定させる。 
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